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論文 

アマゾニアにおける土地と財の取得をめぐる状況

 ― 占有地の正則化と自発的植民の相互作用に着目して

後藤健志 TAKESHI GOTO 

東京外国語大学 TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES  

要旨 

ブラジルでは、空間を構成する土地や財をめぐって、実際上の利用者に正規の権利主体性を認定する措置、す

なわち「正則化」を通じて、国家は統治が十分に行き届かない辺境域の領域化を進めてきた。一方、現地の権利

主体は、国家が所管する土地や財が、占有され、事後的に正則化され、私有財として領有できる対象と見なして

きた。本稿では、正則化のメカニズムを国家による統治の視点からではなく、現地の視点から捉えるため、アマ

ゾニアにおける領域化の進展を、植民者の在来知に着目して読み解いた。 

事例研究では、マト・グロッソ州北西部に 1990 年代を通じて設立された農地改革の入植地における土地利用

に注目した。ブラジルの農地改革は、著しい社会格差の是正に向けた施策である一方、既存の土地所有構造の改

変を目的としていない点に大きな特徴がある。それは同政策が半世紀に渡り、土地の私有化を通じて、辺境域の

領域化を推進するための「植民」として実施されてきたことと密接に関係する。 

入植地における土地利用の分析では、国家による正則化と植民者による自発的植民の相互作用に着目した。

自発的植民とは、公式な植民事業に付随して発生してきた民衆による非公式な植民事業である。その過程は、非

公式に取得された土地が、行政が体系化したスキームに即して再整形され、占有に基づき適切に管理され、やが

て正則化されていく流れを辿ってきた。農地改革の過程もまた、事業実施後のわずかな期間のうちに、この民衆

による運動の渦中へと不可避に呑み込まれていく。

フロンティアの拡大は、立法・行政・司法に関わる諸機関を通じて有効化される正則化と多種多様な植民者に

よって実行される自発的植民との間の有機的共同によって推進されている。本稿では、今日なおもアマゾニア

全域で展開するこの壮大な事業が、湿潤熱帯環境という極めて不安定な生態学的基盤のうえに成り立っている

実態を、植民者たちのありふれた生活経験に即して描き出した。 

キーワード 

占有地の正則化、自発的植民、投機、農地改革の入植地、森林破壊弓状地帯 
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Ⅰ はじめに 

 

ブラジル国立宇宙研究院（INPE）

が 公 表 す る 法 定 ア マ ゾ ニ ア

（Amazônia Legal）1の森林動態に関

する観測データによれば、2000 年

以降の森林減少率は、2004 年のピ

ーク到達後、急速な低下傾向を示し

ていた（図 1）。ピーク時の水準と

比べ 70%以上の減少が観測された

2010 年代初頭の状況をもとに、地

理学者のヘヒトは、アマゾニアの森

林破壊が、近い将来終息に向うとい

う予測を示した［Hecht 2011: 4］。彼

女は、その背景要因として、領域統

治の浸透、先住民居住地（Terra 

Indígena: TI）など保全区の制定に向けた市民運動の活発化、Redd+2に代表される環境ビジネスの普及など

を指摘した。 

労働者党（PT）政権期（2003~2016 年）の国土行政について論じたオリヴェイラによれば、同政権によ

るアマゾニアにおける領域統治は、開発と環境保全を同時に促進する構想に基づいていた。すなわち、「森

林破壊弓状地帯（arco de desmatamento）」（図 2）として知られ、アマゾニア北東部から南西部にかけて広

がるセラード・熱帯林移行帯では、土地の私有化やアグリビジネスの発展が推奨され、未だ熱帯林の残る

アマゾニア中心部では、保全区の制定や持続可能な利用が促された。これら 2 つの異なる施策は、個々に

土地権を要求する現地の利用者を正規の権利主体として認定する「正則化（regularization）」を通じて実行

された。オリヴェイラが指摘するように、正則化とは国家が領域への「可読性（legibility）」3を増進するこ

とと密接に結びついている［Oliveira 2013: 72］。 

本稿を通じて検討するのは、正則化をめぐる問題を「統治者」の視点からではなく、「現地の土地利用

者」の視点から捉えた場合、前者が追求する領域の可読性の増進は、後者によってどのように経験されて

いるのかという問いである。植民者によって築かれた占有地を所有地へと正則化する「合法な土地計画」

（Programa Terra Legal）の過程を民族誌的に考察したキャンベルは、領域の可読化に向けて適用される「中

央政府の測量器（transit）が、（領域に関する植民者独自の）在来知を単純化・標準化することはなかった」

と指摘している［Campbell 2015: 56］。彼が示唆する通り、植民者たちの間ではフロンティア（＝領域統治

の縁辺地帯）での長年の生活経験を通じて培われた在来知が共有され、外部からの統治介入は、そのフレ

ームを通じて解釈・受容される。この関係性において、植民者は統治機構によって課されたスキームを自

発的に模倣し、そこから媒介される利益を選択的に受容する一方、本質的には、自らの経済事業を主体的

 
1 本稿でいう「アマゾニア」とは、ブラジル固有の地理概念である「法定アマゾニア」と同義の領域を指す。アマゾニ

アの範囲に関しては図 2 を参照。 
2 森林が吸収した炭素を二酸化炭素排出権として商取引する国際枠組である。 
3 本来は、文字などが「読み取れること」を意味するが、ここでの用法はスコットが近代国家の国政術（statecraft）と

の関連から提示した概念を指す。可読性は空間、資源、人口集団といった統治対象が、現地に関する知識を持たない

行政官僚によっても読み取ることが可能なほどに単純化され、会計的に経営・管理できる形に変換された状態と定義

できる［Scott 1998: 3］。スコットによれば、近代化とは現地の経験に即した複雑な在来知（local knowledge）が、

国政術を通じて単純化され、可読な対象へとつくり替えられていく過程であった。 

 

図1 アマゾニアにおける森林減少率 

（INPE［2021］をもとに作成） 
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に営んでいる4。 

ブラジルでは、農地、市街地、森

林といった空間を構成する事物に

適用される正則化は、植民地期から

現代に至るまで、中央の統治機構が、

管理が十分に行き届かない辺境域

の「領域化（territorialization）」を促

進するための手段であった。一方、

現地の視点では、（ポルトガル王室

や連邦政府といった）公的主体が所

有・管轄する「公有地（terra devoluta）」

は、実際の利用者によって占拠され、

事後的に正則化され、私有財として

領有（appropriation）される対象と見

なされてきた。このように正則化と

は、非公式に獲得された他者の財産

が、「占有（posse）」5に基づき適切に

管理され、正規の「私有財（propriedade）」へと移行していく過程であり、そこでの違法と合法の線引きは

非常に曖昧である［Holston 1991: 695］。そればかりか、土地や財が獲得される際、利用者たちによって取

られた侵犯行為に対しては、近い将来、立法を通じて「免責（impunidade）」が適用されることが予見され

ている。 

2010 年代初頭にヘヒトが示した見解は、その後の森林減少率の上昇、そして 2019 年の乾季に発生した

アマゾニア開発史上最大とも言われる森林火災といった現実を前に、単なる楽観論に過ぎなかったことが

次第に明らかになってきた。一方、PT 政権末期の 2012~16 年にかけて、アマゾニアで実地調査を行った

筆者の所感に照らした場合、すでにその頃から、今日の事態へと至る伏線は引かれていたものと回顧する

ことができる。本稿では、この伏線が植民者たちの手によって、どのような形で配備されていたのかを、

民族誌的に読み解いていく作業を試みる。その際、民衆による「自発的植民（spontaneous colonization）」

［cf. Lizansky 1989; Rausch 2016］と国家による正則化の相互作用が、考察の中心軸に据えられる必要があ

る。 

筆者は、軍事政権期（1964-85 年）以来、半世紀もの長きに渡り、アマゾニアにおける領域化の推進に

向けて実施されてきた「農地改革」について、マト・グロッソ州（図 2）での実地調査を通じて探求して

きた。ブラジルの農地改革は、著しい社会格差を是正するための施策である一方、既存の土地所有構造の

改変を目的としていない点に顕著な特徴がある。同政策は、フロンティアに「農地改革の入植地

（assentamento de reforma agrária: 以下、「入植地」と略記）」と呼ばれる設備を建設する事業（入植地事業）

として実施され、1971 年に設立された担当機関、国立植民農地改革院（INCRA）の名称にも示されている

 
4 例えば、Redd+を通じて発生した二酸化炭素排出権の商品化という動機に駆られた植民者は、自らが非公式に占拠す

る森林に対して、「保護者」としての振舞いを見せるようになる。この点に関してキャンベルは、新自由主義的な環

境政策との接点において再構成された採取経済において、天然ゴムや木材などからなる従来の商品目録には新規に「炭

素原子」が追加されたと指摘する［Campbell 2014: 252］。 
5 占有とは、ある財産が適切に管理されている場合、本来の所有権者が存在するとしても、事実上の利用者にそれを所

持・利用する権利を認める法概念である。占有が有効である場合、所有権者が司法手続きを経ずに財産の自力回復を

図ることは違法な侵犯行為となる［Debruche et al. 2014: 396-400］。ブラジル社会における占有は、憲法が規定する生

存権や居住権と密接に関連し、貧困層にとっての財産獲得上重要な手段となっている［Debruche et al. 2014: 415］。民

法（Código Civil）の第 1,200 条が規定するように、占有は（1）暴力的であったり、（2）内密であったり、（3）不安

定であってはならない［Casa Civil 2002］。これらの規定が 1 年間以上継続的に遵守された場合、占有は発生する。 

 
 
図2 法定アマゾニア（IBGE［n.d.］をもとに作成） 
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通り、「植民（colonização）」としての実態を持つ。農地改革では、入植地に分配された土地に対する権原

（título）の移譲と私有財への転換6が見込まれているが、長い年月を要するこの手続きの完了を待たずし

て、入植者は個々の土地区画を非公式に利用・取引する。それに伴い、入植地内の土地利用状況は錯綜と

混乱を深めていくが、最終的には正則化の処方をもって調整される。 

自発的植民とは、行政や法人企業を事業主とする公式な植民事業（公的植民／私的植民）に付随して発

生してきた民衆による非公式な植民事業である。その過程は、非公式に取得された財産が、行政が体系化

したスキームに即して再整形され、占有に基づき適切に管理され、やがて正則化される流れを辿る。旧来

の植民事業の連続上にある農地改革の過程も、事業実施後のわずかな期間のうちに、この民衆による運動

の渦中へと不可避に呑み込まれていく。農地改革は、フロンティアにおける可住域の拡張を実現するため

の事業であると同時に不確実な過程として進展する性質を持つ。そのため、入植地事業と連動して営まれ

る自発的植民は、土地や財に対する売買、所持、利用といった単純な操作によってだけではなく、予測不

可能であると同時に絶好の経済的機会でもある政策実施の契機に対応し、「投機（speculation）」としても

推進される［Campbell 2014; 2015］。本稿は、自発的植民と正則化の相互関係を植民者の在来知という視点

から読み解くことで、アマゾニアの地平で土地と財の取得が絶え間なく推進される動態の把握を目指す。 

 

Ⅱ 問題の背景 

 

Ⅱ-1 熱帯・亜熱帯環境における植民経験 

20 世紀前半の著述家オランダは、ブラジル社会が、紛れもなく「地方的（rural）」な性格を持つ一方で、

決して「農業的（agrícola）」・「農民的（camponês）」ではないという、一見、相反する特徴を指摘している 7

［Holanda 1936: 71］。彼によれば、ブラジルでは、「耕作者は森林の中の新たな土地を耕地に選定する」一

方で、そこに拓かれた「農場が二世代にわたって継続的に利用される」ことは稀であり、こうした「消耗

的（perdulária）な土地利用は、農業というよりは、むしろ鉱業（mineração）に類似する」ものだという

［Holanda 1936: 49-50］。彼の指摘は、アマゾニア植民が本格化する以前になされたにもかかわらず、奇妙

なことに今日のアマゾニア植民社会の特徴を的確に言い当てている。植民者が営む経済活動は、森林や土

壌といった自然資源の消耗的利用と空間的流動性の高さによって特徴づけられる。1 つの土地で、幾世代

にも渡り、永続的な農耕に従事するという「農民」としての特徴を、彼らの中に見出すことは困難である

［Holanda 1936: 88］。時代を超えて存続するこの特徴は、自然環境の制約によって生じている。その制約

は、植民者の土地利用の流動性、換言すればフロンティアの拡大過程にも直接的な影響を及ぼしている。 

アマゾニア植民社会の非農民的特徴は、「アマゾニア農民社会（Amazonian peasantry）」［e.g. Nugent 1993; 

Harris 2000］との対比から説明できる。アマゾニア農民社会は、19 世紀後半のゴム・ブーム期におけるブ

ラジル北東部からの天然ゴム採取人（seringueiro）の流入を発端に、河川交通を始めとする当時のインフ

ラ構築技術の進展と共に、河川沿岸を舞台に形成された。そのため、この社会は、「ヴァルゼア（várzea: 氾

濫原）」と呼ばれ、定期的な河川氾濫によって肥沃化がもたらされる陸地環境を基盤に発展した8。その農

民的特徴は、永続的な生業複合、すなわち肥沃な土地における農耕と河川・森林における採取（extraction） 9

 
6 ラテンアメリカ諸国の農地改革では、入植者には公有地の用益権（usufruct）が認められ、生産活動が支援される一

方、原則上、公有地の権原が譲渡（私有化）されることはない［cf. 石井 2008］。 
7 一般的に“rural”という形容詞は「農村～」と訳出されるが、本稿ではオランダの指摘に従い「地方～」という訳語を

一貫して適用する。 
8 この点は、彼らの別称で河岸居住民を意味するヒベイリーニョ（ribeirinho）という言葉にも示されている。 
9 商品化を目的に自然環境から特定の産品を抽出する経済活動を指す。この定義により、特定の商業樹種を採取する

木材産業も鉱業も「採取産業」（indústria extrativa）と呼ばれる。なお本稿では、採取を通じた自然資源の持続的利用

を目的とした経済活動には「採取活動（extrativismo）」という語を当てた。また、採取の結果、一定面積の森林が消失

する現象は「森林伐採（desmatamento）」と表記した。 
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を可能とさせるヴァルゼアの地理的・生態学的条件のもとに構築された10。 

河川系フロンティアの拡張に伴って形成された農民社会とは対照的に、アマゾニア植民社会は、道路網

の敷設と一体化した陸路系フロンティアの拡張と共に形成された。つまり、フロンティアの拡張をもたら

した二者の経路は、それぞれを通過して流入者たちが到達した陸地環境の差異に対応する。陸路を通じて

アマゾニアに到来した植民者が占めるに至ったのは、「テラ・フィルメ（terra firme）」と呼ばれ、ヴァルゼ

アとは対照的な非冠水性の陸地環境であった。両者の環境条件の差異は、歴史的にも、そこで営まれた生

存活動に重大な影響を及ぼしてきた。 

テラ・フィルメは、アマゾニアの陸地環境の 98％を占めると言われている ［メガーズ 1977: 30］。その

上部は、高木層の顕著な発達を特徴とする熱帯林で覆われるが、その基層は FAO／UNESCO11の土壌分類

体系においてアクリソル（acrisol）やフェラルソル（ferralsol）に分類される熱帯土壌である12。主に赤褐色

を帯びた両者の土壌は、高温・多雨という湿潤熱帯の環境条件のもとで長期間の風化に晒され、塩基が溶

脱し金属酸化物が集積したことにより形成された。前者は、下層に粘土が集積化（土壌学の用語では「ポ

ドゾル化」）したもの、後者は、前者の状態からさらに風化が進み金属酸化物が厚く堆積したものを指す

［有光 1986］。 

地表面上に観察される生物多様性や豊富なバイオマス生産性とは裏腹に、アマゾン熱帯林帯の土壌は、

強酸性で、生物の生育に必要な養分が極度に欠乏し、農耕には著しく不適な性質を持つ。この環境下では、

生物の生育に必要な栄養分は、土壌に蓄積されることなく、生物体内部を循環する。生態人類学者のメガ

ーズは、同様の成分の土壌は温帯気候なら不毛と見なされると指摘している［メガーズ 1977: 14］。さら

に、同環境下には人間の生産活動を阻害する複数の要因が存在する。農耕に不可欠な有機物の堆積層（表

土）は、土壌微生物の活発な消化作用により、ごくわずかしか形成されない。そして、この薄い表土でさ

えも、植生被覆が失われれば、激しい降雨によって流失を余儀なくされる。 

上記の理由により、ヴァルゼアの社会が定住性の高い農民的特徴を帯びるのに対して、テラ・フィルメ

に形成される社会は、人口密度が希薄で、空間的に高い流動性を帯びる。後者で伝統的に見られた生産手

段とは、植物に蓄積された栄養分を土壌に還元する技法である「焼畑」に頼ったものであった。焼畑では、

新規に開墾された土地は、当初の数年間は耕作に当てられるが、生産力が徐々に低下していくため、新た

な土地への移動が不可避となる。地力回復には十数～数十年を要するため、その間かつての耕作地は休閑

される［Picchi 2006］。つまり、焼畑とは複数の土地の周期的利用によって成り立つ移動耕作（shifting 

cultivation）であり、人口希薄で広大な面積の共有地の存在が前提となる［Porro 2005］。また、採集を行う

にしても、生物多様性の高さゆえ、特定の有用植物は広大な範囲に希薄にしか分布しない［メガーズ 1977: 

167-8］。したがって、テラ・フィルメにおける生存には、広い面積での疎放な資源利用が不可欠となる13。 

テラ・フィルメのように生産活動を阻害する環境条件は、アマゾニアに限り観察されるものではなく、

ブラジル内陸部を包む南米大陸低緯度の低地森林地帯に共通する特徴とも言える。低地森林地帯は、気候

 
10 ハリスは、それによりアマゾニア農民社会がブーム経済にも柔軟に適応できたと指摘している［Harris 2000: 22-3］。 
11 土壌の分類単位は、世界各地の自然環境や文化的背景に応じて、国別に異なる定義と命名が行われてきた。一方、

本稿では、世界共通の分類体系の確立を目指し 1961 年に国連食糧農業機構（FAO）と国連教育科学文化機構（UNESCO）

の共同で作成された世界土壌地図による分類単位を採用する［有光 1985］。 
12 ブラジルの土壌分類体系では、前者はアルジソロ（argissolo）、後者はラトソロ（latossolo）と呼ばれる［Embrapa 
2006］。  
13 テラ・フィルメの生産力はメガーズが強調するほど低くはなかったという実態が、その後の考古学や歴史生態学

（historical ecology）を通じて明らかされてきた［Balée 2006］。先コロンブス期の先住民は、「インディオの黒い土（terra 
preta do Índio）」の形成や有用植物の栽培化・半栽培化に見られるように、環境条件に応じた資源利用術を発達させて

いた。一方、植民者たちの間では土壌の生産力に依存した生産活動が営まれている点で、メガーズの指摘は、彼らが

直面する現実を理解する上で、十分な妥当性を持つと考えられる。なお、「資源に富むが、生産力に乏しい」というイ

メージは、軍事体制がアマゾニアの資源収奪を正当化するために生み出したイデオロギーであり、近年の右傾化を通

じて旧来の表象が復活する傾向が見られる点も指摘されている［Klingler and Mack 2020: 2］。 
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的には熱帯から亜熱帯に相当し、そこに

はアマゾニア熱帯林（floresta amazônica）、

セラード（cerrado）14、カーチンガ（caatinga）
15、大西洋岸林（mata atlântica）といった

複数の生物群系（biome）16が存在し、多様

な環境条件を持つ（図 3）。一方、土壌環

境に着目した場合、先カンブリア紀の大

陸地殻の風化物であるフェラルソルが、

成帯土壌として広範に分布するという共

通特徴を持つ。よって、そこに築かれる社

会は、テラ・フィルメの場合と同様に、不

安定かつ非定住的な特徴を帯びることに

なる。この特徴は、アンデス高地の温帯域

に形成された定住性の高い農民社会とは

対照的なものと見なされてきた［Holanda 

1936: 95-9］。 

ブラジル内陸部のこうした環境条件は、同地域におけるフロンティア拡大の下地を成してきた。20 世紀

初頭までの南部・南東部の状況に基づきオランダが描き出したブラジル社会の特徴は、現代のアマゾニア

植民社会とうまく一致するものである。一方、彼の指摘は現代のブラジル南部・南東部の状況とは一致し

ない。それは、軍政期を通じて導入された革新的農業技術が、本来、農耕に不向きな環境条件に置かれて

いた両地域を先進農業地帯へと変貌させたからである。この事実は、かつて見られた疎放で非永続な土地

利用が、不毛な土地を主として自然作用による養分蓄積に依存し、低水準の耕作技術によって利用してい

た状況を示唆するものである。 

技術革新により、利用対象と見なされてこなかった土地が、農業開発のフロンティアへと変貌していく

ダイナミズムは、ブラジル内陸部の開発史を通じて繰り返し発生してきた。例えば、20 世紀中盤時点で最

も開発が困難とされていたセラード地帯（図 3）でさえも、1979 年以降、日本政府との共同によるセラー

ド農業開発協力事業（PRODECER）を通じて、ダイズ、トウモロコシ、綿花を主体とした畑作アグリビジ

ネスの中心地帯へと変貌を遂げている。アグリビジネスのフロンティアは、21 世紀前半までにマト・グロ

ッソなどセラード・熱帯林移行帯にまで、北上を続けている［Oliveira 2013:74-75］。 

アマゾニアを含むブラジル内陸部の植民過程では、基本的に 2 つのタイプの植民者が併存してきた。1

つ目は、生産力の乏しい土壌環境を前に疎放かつ流動的な土地利用に従事せざるを得ない零細な植民者で

ある。そして、2 つ目は、革新技術・機械化の導入や農地面積の大規模化、あるいは両者の組み合わせを

通じて、生産性の問題を克服する財政基盤を備えた植民者である。このように植民者とは、財政力、経営

規模、生産品の点で多種多様な主体によって構成されている。フロンティアの拡大過程では、前者から後

者への土地の譲渡・売却、換言すれば、財政基盤を備えた植民者による土地の集積化が、絶えず進展して

きた。土地の譲渡成立後、零細な植民者たちは、豊富に存在し、新たに占有可能な後背地へと向かってい

く。そして、新たな占有地においても、彼らは最も合理的な資源獲得の手段として、疎放かつ非永続的な

自然利用を進め、自然に蓄積された生産力を消費していく［cf. Margolis 1977］。いずれの植民者にも共有

された経営戦略上の主眼とは、生産力が逓減し続ける土地を過渡的に利用しながら、将来の土地取引に向

けて、土地に譲渡可能な性質を付与し、投機的に運用することに向けられる。 

 
14 ブラジル中西部を中心に熱帯林帯を取り巻く形で分布する。乾季が比較的長く、自然発火の影響も受けるため、熱

帯林よりも密度の低い落葉性の灌木や中高木によって構成される。 
15 ブラジル北東部に広がり、半乾燥気候に適応した棘を持つ灌木によって構成される。 
16 生態環境に関する最も大まかな分類で、この範疇の内部には複数の生態系が包含される。 

  
図 3 低地森林地帯における生物群系の分布（IBGE［2019］

をもとに作成） 
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Ⅱ-2 占有地の譲渡 

アマゾニアの自然環境が課す諸制約とフロンティアの拡大が及ぼす政治経済的影響により、零細な植民

者の土地利用は疎放かつ流動的なものとなる。この状況下で、彼らは占有した土地から一次産品（primary 

commodity）を獲得したのち、他者への土地の譲渡（alienation）を試みる。しかし、こうした土地利用は、

財産をめぐる民法上の規定からある種の逸脱を含んでいる。この問題は、占有（possession）が、主体が対

象物を所持している「状態」に過ぎず、対象物が主体に帰属する「性質」を意味する所有（property）とは、

本質的に異なることと関連する［Holston 1991: 715］。 

所有は主体が財産へと排他的に及ぼす支配権であり、そこには前者からの後者の分離を意味する譲渡も

含まれる。ゆえに個人の所有地とは自由に譲渡・売却できる財産である。一方、公有地や放棄地を占拠し、

適切に所持する者には占有権（direito de posse）が保障されるが、占有者は占有地を「効果的な耕作」や「平

常的な居住」といった形で利用し、「社会的機能（funções sociais）」を全うすることが求められている［Holston 

2008: 140］。占有権は主体的意志（心素）をもって行使された状態でのみ有効性を持つ。この点で、占有者

と占有地は互いに分離すことができない「譲渡不可能（inalienable）」な関係で結ばれている。フロンティ

アの現実では、本来、譲渡不可能なはずの占有地が、所有地と同様に譲渡可能な実体として扱われ、当事

者間で遍く取引される状況が観察される。 

占有と所有は、ある特定の時点で固定的に捉えた場合、それぞれ異質で、フロンティアにおける土地利

用の実態は、民法的前提から乖離しているように見える。しかし、西洋民法における所有権の観念は、そ

の直接的起源であるローマ法でも同様の体系が見られるように、占有と取得時効（usucapião）17によって

裏付けられており［Holston 1991: 715］、2 つの異質な所有概念は 1 つの連続性を帯びている。長期的な時

間軸で捉えた場合、占有地は行政手続きを通じて所有地へと転換されうる。この点に鑑みた場合、植民者

が譲渡不可能な占有地を譲渡可能な所有地と見立てて利用する実態には、彼らの土地利用の戦略的意図が

反映されている。 

ホルストンはブラジルの土地法制度が、法を中立的で正当な社会の調整装置とみなす英米法的な前提と

は対照的に、司法過程の膠着状態を作為的に生み出すことで、占有者による土地の領有を着実に実現させ

る機能を備えている点を指摘した［Holston 1991: 722］。ある 1 つの土地が占有される過程は、虚偽と真実、

不正と正当、違法と適法が複雑に絡み合いながら進展する。この過程では、虚偽に基づき土地文書等の証

拠作成が行なわれるが、後に、それらは公証（notário）と登記（cadastro）という公式な手続きを通じて処

理され、その手続き自体が適法性の根拠を生み出していく［Holston 2008: 139］。 

こうして形成された占有地が、複数の区画に分割され、それぞれが譲渡されていくと、複数の当事者が

この過程に巻き込まれていく。権利要求がさらに複雑に入り組み、司法介入手立てを失った状態に陥ると、

行政はその解決に向けて、占有者に所有権を認定する司法外措置を取らざるを得なくなる。占有と譲渡が

繰り返され、帰属関係が錯綜状態へと陥った土地をめぐり、行政は権利要求者に対して権原を付与し、所

有地として正則化する。この措置を経て、「土地の領有」という占有者側の当初の意図は、成就されること

になる［Holston 2008: 139］。 

占有によって獲得した土地を投機的・商業的に利用する行為は、「グリラージェン（grilagem）」18という

言葉で、慣習的に呼び表されてきた。この言葉には、違法な「土地の強奪」という観念が含蓄されており、

その実践者である「グリレイロ（grileiro）」は、土地詐欺師として、倫理的にも糾弾の対象と見なされる。

また、グリラージェンは、零細な植民者（占有者）を土地紛争に巻き込み、土地を喪失させる元凶として

も描かれてきた。しかし、フロンティアの実態において、誰が誰を「グリレイロ」と見なすのかは、当事

 
17 ある財産に対して（死亡や不在といった原因により）所有者が権利を行使していない状態が長期間継続した場合、

所有者側の権利を失効させ、その財産の所有権が実際の利用者のもとへ移行すること。 
18 語源である“grilo”は、「コオロギ（カマドウマ）」を意味し、その糞で文書を汚し、古さと信憑性を作出したことに

由来すると言われている。また、“grilo”という言葉は、グリラージェンによって生み出された土地自体をも意味する。

その他の派生語としては、動詞形の“grilar”、形容詞形の“grilado(a)”などが挙げられる。  
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者自身の主観の域を出るものではない。キャンベルが指摘するように、当事者自身が「密林の法」とも呼

ぶその行為は、将来的な正則化を前提に、公有地を獲得するために不可欠な技術であり、土地の大小に関

わらず、あらゆる植民者が不可避に実践することになる［Campbell 2015: 60］。 

歴史的に、占有を通じて土地を獲得する手法（⊇グリラージェン）は、エリート層の特権として確立さ

れた。植民地期にポルトガル王国が敷いたセズマリア制19のもとでも、独立後の帝政期に敷かれた 1850 年

の土地法（Lei da Terra）20のもとでも、エリートたちは同様の手法を通じて、公有地の領有を実現してき

た。ホルストンによれば、民主化以降、土地法制度自体は従来の性質を維持したまま、この特権は民衆へ

と一層浸透していく傾向にあるという［Holston1991: 722］。財産要求に向けた社会運動の興隆が示唆する

ように、今日の貧困層は、エリート層と同様に、ますます法の戦略家へと変貌しつつある。ブラジル全土

の都市域では、郊外への流入者たちによって占有を通じた市街地の拡張が発生しているが、アマゾニアの

ような辺境域における土地獲得も同様の構図を取る。いずれの状況でも、土地の占有と譲渡が目まぐるし

く繰り返され、違法と合法を交錯させながら、土地の帰属関係の複雑化が進行していく。しかし、最終的

にこの事態は、占有が主張されている現状に則した形で、行政による正則化が適用され収束していく。 

 

Ⅱ-3 農地改革と正則化 

ブラジルにおける農地改革は、公有地に入植地を築くことで入植者に土地を分配し、最終的にその所有

権を認定する政策である。この意味において、農地改革が推進する目標は、公有地に築かれた占有地に所

有権を認定する取り組みと、部分的であるにしろ重複・一体化してくる。また、農地改革を経て分配され

た土地の大半は、所有権の認定が完了する以前に他者へと譲渡される。非公式に土地を取得した植民者に

とって、その保有の正当性は適切な利用を通じて発生する占有権に求められる。入植地内部で発生した土

地権の錯綜を解決するのも、前節で検討したのと同様な正則化の措置である。農地改革と正則化との関連

性は、とりわけ 2009 年に発足された「合法な土地計画」の確立により、さらに深まっていく傾向にある。 

軍政期の「国家統合計画（PIN）」に代表される「公的植民（official colonization）」として実施された農地

改革では、アマゾニアに新たに建設された BR-230 号や BR-163 号などの高速道路21沿線に多数の入植地を

建設し、入植者を直接入植させることが目指された［Katzman 1975; Moran 1975; Rego 2015］。一方、民政

期の農地改革（「国家農地改革計画[PNRA]」という正式名称を持つ）では、INCRAが「ファゼンダ（fazenda）」

と呼ばれる大規模地方不動産22を国有地へと収用し、入植地の建設用地に当てる方法が取られる。つまり、

農地改革の入植地とは、かつてのファゼンダを多数の小規模な土地区画に分割したものである。 

現代の農地改革の全体過程で、入植地の設立以前の段階は、ファゼンダの収用に向けた司法手続きとし

ての性格が強い。一方、設立以後の過程では、（1）道路、電線、水道、住宅などのインフラ敷設、（2）診

 
19 植民地期のブラジルはポルトガル王室の世襲財産として位置付けられ、土地は契約に基づき「供与地（セズマリア）」

として用益者に提供された［Holston 2008: 122］。用益者には、生産的利用が義務付けられ、生産不能となった供与地

は王室の財産として収用された。 
20 公有地の不動産市場の確立と商品化に向け、その占有を禁止し、取得方法を購入のみに限定した。同時期に奴隷貿

易が廃止されたことに伴い、中央政府は不動産市場から得られる歳入を移民政策の振興に当てることを目的に同法を

制定した。また、移民による土地取得を制限し、廉価な労働力として使役することも目指されていた。一方、これら

の試みは成果を上げることがなかった［Holston 2008: 123-36］。 
21 BR-230 号は、パライーバ州のカベデーロ（Cabedelo）を発し、北東部諸州とパラー州を貫通し、アマゾナス州のラ

ーブレア（Lábrea）へと至るルートで、北東部諸州からの植民者の流入を促した。BR-163 号は、ヒオ・グランヂ・ド・

スゥ州のテネンチ・ポルテーラ（Tenente Portela）を発し、南部諸州を貫通し、マト・グロッソ州の州都クイアバ（Cuiabá）
を経由し、パラー州の港湾都市サンタレン（Santarém）へと至るルートで、南部・南東部からの植民者の流入を促した。 
22 地方不動産の規格は、地域ごとの生産力に応じて、異なる面積が設定されている。1 規格は 1 世帯が最低限営農可

能な面積であり、例えば、マト・グロッソ州の大部分では 80~100 ha に設定されている［INCRA 2013: 103-6］。1993
年制定の法律第 8,629 号（Lei No 8.629）第 4 条によれば、地方不動産は（1）4 規格までが小規模農場、（2）4~15 規格

が中規模農場、（3）15 規格以上が大規模農場と定義される。農地改革の際に収用対象とされるのは（3）の規模の地

方不動産のみである。なお、小生産者とは（1）の農場経営者を指す。 
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療所や学校など福利厚生施設の設置・運営、（3）生産計画へのクレジットの給付23、（4）所有権の確定に

向けた地籍の作成・登録といった具合に、可住域の創出と私有財産制の確立に向けた多種多様な公共政策

が段階的に実施される。入植者の地位は、これらの政策的恩恵を受ける機会と結び付けられている。 

各政策は、それぞれ異なる行政機関によって担当され、INCRA が全体の調整役を果たしながら、現地の

住民組合（associação de moradores: 以下、「組合」と略記）を受益者の基本単位として実施される［Wolford 

2010: 102-3 ; Penna 2012: 135-6］。農地改革の諸段階では、組合を単位として政策実施に向けた要求運動で

ある「土地なし運動（movimento sem terra）」が実践される。例えば、入植地設立以前では、キャンプ

（acampamento）が結成され、ファゼンダの早期収用を求める運動の基点として機能すると同時に、収用

が完了するまでの長期間、参加者の居住空間として維持される。入植地設立後も、土地なし運動は公共政

策の早期実施を要求するため、入植地の整備に不可欠な役割を果たしていくことなる。 

農地改革の実現とは、ひとえにファゼンダ収用の成否に掛かっている。この点は、軍政期の公的植民と

の大きな差異である。ただし、その収用が成立するのは、憲法第 184 条に規定された、「地方不動産の社

会的機能」24の不履行が、司法を通じて判定され、なおかつ、収用が予定されたファゼンダの資産価値を

もとに算定された補償額に地主が合意した場合に限られる［Alston et al. 1999: 58］。これらの規定は、大土

地所有制の構造を決して揺るがすものではないどころか、地主が持つ土地権を、たとえそれが占有に依拠

したものであったとしても、最大限擁護するものである。よって、収用対象となるファゼンダとは、（a）

すでに経営破綻したもの、（b）一時的な利用の後に放棄されたもの、（c）フロンティアでの投機的な土地

保有を農場という形式によって正当化するために生み出されたもの25などに限られる。そのため農地改革

は、ブラジル全土が対象範囲であるものの、その実現性は必然的に収用可能なファゼンダがより多く存在

するアマゾニアのような辺境域に偏り、農地の獲得を目指す者たちも、それらの地域へ移動する傾向があ

る。植民と農地改革の一体性は、この実態からも明らかである。 

このような過程を経て設立された農地改革の入植地であるが、前述した通り、そこでは土地の非公式な

取引が頻繁に繰り返される。入植地に発生した占有地は、従来から、1976 年制定の公有地の譲渡を規定す

る法律（Lei No 6.383）に基づき、100 ha 以下の土地に限り正則化が適用されてきた［Oliveira 2013: 78-9］。

2003 年以降になると、連邦政府は「暫定方針（Medida Provisória）」を発布して規制を緩和し、公有地に築

かれた小規模な占有地全般に対する正則化を促進するようになった。こうした立法過程を経て、2009 年に

制定されたのが、「法定アマゾニアの公有地の正則化」に向けた法律（Lei No 11.952）である。同法に基づ

き、農業開発省（MDA）26を担当機関として、「合法な土地計画」は進められていくことになった［Brito 

and Barreto 2010］。 

「合法な土地計画」では、占有者を対象に、正則化に向けた法律の適用を促進する支援が行なわれてき

た。同政策の発足以前、アマゾニアに形成された土地資産の大多数を占めたのは、非公式な占拠によって

形成された占有地であった。それらの土地は、現地の慣習に基づき利用・取引され、行政の視点からは、

実態把握が困難であったばかりか、土地紛争の温床ともなっていた。同政策を通じて占有地を所有地に転

 
23 現行制度は家族農業強化計画（PRONAF）と呼ばれ、中央銀行から事業計画に応じて資金が給付される。入植者に

対しては、入植から数年後に初期投資として R$ 5,000 が 3 年間支給される。返済義務はないが、返済が完了した場合、

次計画を追加申請できる。 
24 憲法 186 条では、（1）適切で合理的な使用、（2）自然資源の適切な使用と環境保全、（3）労働関係の管理・監督、

（4）所有者と労働者の福利厚生の探究と定義されている。 
25 （c）のケースでは補償金の獲得によって地主の投機は成就することになる。補償金を目当てに地主が土地なし運動

による占拠を誘導する場合もある。 
26 PT 政権期には 2 つ農業関連省が併存した。1 つ目は、経済政策としての農政を担当し、輸出産業として農業を営む

大土地経営者の利益を媒介する農業畜産供給省（MAPA）であり、2 つ目は、社会政策としての農政を担当し、入植者

や小生産者を支援する MDA である。「合法的な土地計画」は、第一に零細土地経営者への支援政策としての性格を

持つ。この事実は、占有した公有地の正則化が彼らの経済活動上不可欠であることを意味する。なお、2016 年の PT 政

権崩壊後、MDA は廃止され、大統領府（Casa Civil）管轄の家族農業・農業開発特別事務局（SEAD）へと降格された

が、「合法な土地計画」は現政権まで存続している。 
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換することで、連邦政府は統治領域に対する可読性の増進を図った［Oliveira 2013: 72-3］。「合法な土地計

画」は、アマゾニアの公有地に築かれた 1,500 ha 以下の占有地に適用される。都市域か地方域かを問わず、

占有期間の開始が 2004 年以前に遡ることを証明できる土地が対象となる。適用範疇には農地改革の入植

地に形成された占有地も含まれる［Oliveira 2013: 98-9］。正則化に向けた制度的基盤の確立により、公有地

における自発的植民の実現性は、より一層高められることになった。 

 

Ⅲ 調査地域の概要 

 

筆者は、マト・グロッソ州（Estato de Mato Grosso）の北部地域（以下、「マト・グロッソ北部」と略記）

を中心に、複数の農地改革の入植地を対象として、2012～2016 年までの期間、通算で 20 ヶ月間、人類学

的調査を実施してきた。それらの入植地の中でも、自発的植民と正則化の相互関係を植民者の在来知とい

う視点から読み解き、アマゾニアの地平で土地と財の取得が絶え間なく推進される動態を把握する上で有

効なデータが得られたのは、以下の事例研究で注目する PA 27ノヴァ・コートリグァスー（PA Nova 

Cotriguaçu）であった。同入植地は、マト・グロッソ北部の中でも最も辺境域に当たるマト・グロッソ北西

部地域（Região Noroeste de Mato Grosso）を構成する地方自治体コートリグァスー（Cotriguaçu）に位置し

ている。筆者は、2016 年 8 月から 9 月にかけて集約的に行なわれた実地調査を通じて、フロンティアに設

立された広大な入植地を舞台に 4 半世紀をかけて実施されてきた農地改革の影響を、様々な側面から観察

することができた。 

 

Ⅲ-1 マト・グロッソ州北西部地域 

マト・グロッソ州北西部地域（以下、「ノロエスチ」

と略記）28は、東はジュルエナ川（Rio Juruena）、北

はアマゾナス州との州境、西はロンドニア州との州

境、南はジュイーナの境界線によって囲まれ、7 つ

の地方自治体からなる地域である（図 4）。面積は

108,024 km2、人口は 147,457 人であり［IBGE 2018］、

タパジョス川水系のジュルエナ川、マデイラ川水系

のアリプアンァン川（Rio Aripuanã）やローズヴェル

ト川（Rio Roosevelte）など大河川が貫流する。 

ブラジル国内外で環境運動を主導する研究者や

NGO は、ノロエスチの環境保全の重要性を強調して

きた［e.g. Governo de Mato Grosso, ICV and TNC 2009; 

Nunes, Vivan and May 2017］。同地域は、半落葉性季

節林（floresta estacional semidecidual）が熱帯雨林へと

移行する地帯に相当し29、後者は州境を跨ぎアマゾ

ニア中央の熱帯雨林帯核心部へと繋がっている。ま

た、ノロエスチの熱帯雨林は、「森林破壊弓状地帯」

（図 2）の中央に位置し、大部分で森林が消失した

 
27 農地改革の入植地には様々な類型が存在するが、“PA”とは「連邦入植地事業（Projeto de Assentamento Federal）」の

略号である。国有地（連邦政府所管地）に INCRA を事業主として設立された入植地の名称には、この略号が付される。 
28 2017 年にブラジル地理統計院（IBGE）によって導入された州以下の地理統計区分に基づけば、ノロエスチは「ジュ

イーナ隣接地域」（Região Imediata de Juína）の範囲に合致する。 
29 両者の植生は生物群系としての「アマゾニア熱帯林」の範疇に含まれる（図 3）。ノロエスチの植生は、より厳密

には、疎開熱帯雨林（floresta ombrófila aberta）が大部分を占め、熱帯多雨林（floresta ombrófila densa）は、その中に点

在する［Borges et al. 2014］。 

 

図4 マト・グロッソ州北西部（ノロエスチ） 

（IBGE［2015］をもとに作成） 
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マト・グロッソ州にありながら、未だ良好な状態で、かつ大規模な纏まりとして残存し、地域全体の森林

率は 2009 年の時点で 80%を示していた［Nunes, Vivan and May 2017: 209］。環境運動家たちは、この地域

をフロンティアの最前線と位置付け、そこでの環境保全を進めることで、その後背部の熱帯雨林の保全に

も繋げていくことを目標としてきた。 

ノロエスチに高い森林率が維持されている理由としては、まず広域におよぶ環境保全区の存在を挙げら

れる。これらは 11 件の先住民居住地（TI）30と 9 件の自然保護区（Unidade de Conservação: UC）31からな

り、前者は地域面積の 37%、後者は同 5.5%を占めている。その総面積は、実数と割合の双方で、州内最高

値を示している。こうした状況に、人口と産業が集中する州南部から地理的に隔絶していることも加わり、

この地域に及んだ開発の影響は限定的であった。しかし現在では、豊富な森林資源が残存していることに

より、州内で最も激しい森林伐採が進行している地域となっている。州内の環境 NGO、ICV（Instituto Centro 

de Vida）による分析では、2017 年における州内の森林伐採総面積の 33%はノロエスチに集中している［ICV 

2017］。この地域では、地理的隔絶性を伴うがゆえにインフラも欠如しており、州内他地域の畑作アグリ

ビジネスに見られるような大規模産業アクターの進出も生じなかった。よって、相対的に開発の遅れた地

域としての特徴を帯びている。ところが、森林伐採のデータも示唆するように、その特徴こそが自然資源

の消耗的利用を前提に経済活動を営む植民者を隣接地域から引き寄せる要因になっている。 

 

Ⅲ-2 コートリグァスー 

コートリグァスーはノロエスチ北東部のジュルエナ川西岸に位置する地方自治体である。ブラジルの連

邦制度（Federalismo）は、1．連邦（Federação）、2．州（Estado）、3．地方自治体（Município）という三者

の統治単位によって構成される。地方自治体（以下、「自治体」と略記）は州の下位に位置づけられ地方統

治の末端を担う。自治体の領域は、政治経済の中枢機能を備えた（a）「都市域（zona urbana）」とその周辺

を取り巻く（b）「地方域（zona rural）」によって構成される。1938 年制定の法令第 311 号（Decrato-Lei No 

311）が規定するように、行政単位全体としての自治体とその中心市街地の名称は一致する。この規定は

自治体の成立過程が、ある自治体の領域内で実施された植民事業に伴い都市域が形成されると、そこが地

方域を付随させた新たな自治体として、当初の自治体から分離・独立する経過を辿ってきたことと関係し

ている32。 

自治体の領域内には、農地改革などの政策プログラムとの関係から連邦政府や州政府によって所有・管

轄される土地が存在し、それぞれの範囲内部では政策内容に応じて異なる土地利用が適用される。土地利

用と景観の関係性を研究する人類学者のブロンヂズィオは、「地域内景観の変動性（intraregional variability 

of landscape）」33という概念を提唱し、今日のアマゾニアで同一地域内に異種混淆な景観のパッチが形成さ

れるメカニズムを論じている［Brondízio 2006: 368］。地域内景観の変動性は、先住民、伝統的共同体34、入

 
30 国立インディオ保護基金（FUNAI）が策定・承認した土地権で、先住民と自然環境の包括的保護を目的とする。ア

マゾニア全体では 424 件、マト・グロッソ州には 79 件が存在する［ISA 2019］。 
31 環境保全省（MMA）が統括する国家自然保護区システム（SNUC）によって体系化されており、（1）全面的保全区

と（2）持続可能な利用区に大別される（図 5）。後者はシコ・メンデス生物多様性保全院（ICMBio）によって管轄さ

れ、居住者には土地と自然資源の用益権が認められ、持続的利用を通じた保全が目指されている。 
32 今日、ブラジル最大の自治体はパラー州アゥタミラ（Altamira）である。その規模は 159,533 km²にも及び［IBGE 
2017］、一地方自治体でありながらバングラディッシュなどの国家の領土面積を凌駕する。同様の規模の自治体はア

マゾニアに多数存在する。20 世紀後半以降、植民が進むと、こうした広大な面積を持つ自治体の内部からは、多数の

自治体が新たに分離・独立した。1960 年から 2010 年までの自治体数は、アマゾニア全体では 273 から 807 に、マト・

グロッソ州では 29 から 141 に増加した［IBGE 2011: 64］。 
33 ここでいう景観とは歴史生態学の概念であり、単なる生物物理的実体としての自然環境というより、資源利用を通

じて人間活動の痕跡が投影された空間を指す。 
34 INCRA は伝統的生業を営む人々を「伝統的共同体（Comunidade Tradicional）」として認定し、土地権を付与する政

策も担当している。具体的には、前述したヒベイリーニョや天然ゴム採取人などを指す。 
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植者といった具合に、多様な社会背景をもつ土地利用者の単位35が、それぞれの経済活動を営むことで発

生し、コートリグァスーも、まさにその状況を呈している（図 5）。 

コートリグァスーは、ジュルエナ川西岸に位置し、面積は 9,124 km²、2018 年の推計人口は 19,254 人で

ある［IBGE 2018］。同領域内に存在する土地利用者の単位としては、まず（1）全体の 18%の面積を占め

るエスコンヂード先住民居住地（TI Escondido）36が挙げられる。（2）自然保護区（UC）としては、ジュル

エナ国立公園（PARNA Juruena）とイガラペー・ド・ジュルエナ州立公園（PES Igarapé do Juruena）が挙げ

られる37。（3）農地改革の入植地は 3 件38存在し、全体の 15%の面積を占める。そして、（4）領域の南部を

中心に市街地と農地を広げるコートリグァスーの自治体も、ここで言う土地利用者の単位として数えるこ

とができる。なぜなら、コートリグァスーとは、この領域全体を統治する行政単位のことでもあるが、同

時に、この領域における植民事業を担った法人企業の後継組織でもあるからだ。 

自然環境の保全や持続的利用を目的とする TI や UC とは対照的に、入植地や自治体は域内の開発の促

進を目的とする単位である。前二者と後二者では、それぞれが推進する目標が対立的に設定されている。

2016 年の時点で、コートリグァスーの自然植生の被覆率は、全体の 77%の面積を占めていたが、そのうち

32%は、TI や UC が設置された区域に相当する

［ICV 2016］。一方、残りの 45%は、入植地や

自治体の区域に属し、今後、木材採取地や農地

としての開発が見込まれている。 

コートリグァスーの自治体成立の発端とな

ったのは、アリプアァン・コートリグァスー植

民株式会社（Cotriguaçu Colonizadora do Aripuanã 

S/A）を事業主に、1974 年に立案され、1984 年

に実施された植民事業であった。法人企業によ

って進められる植民事業は「私的植民（private 

colonization）」と呼ばれ、公的植民と並びアマゾ

ニア植民の過程で枢要な役割を果たしてきた。

同法人企業はパラナー州北西部に拠点を置く

農業生産組合、イグアスー地域中央生産組合

（Cooperativa Central Regional do Iguaçu Ltda.: 

COTRIGUAÇU）に、他の 7 つの農業生産組合

が参画し結成された合弁会社であり、当時

42,000 人の組合員の利益を代表していた

［COTRIGUAÇU 1985; Neto 2007: 49-56］。同企

業は、当時、アリプアァン（Aripuanã）の一部

であった 1,000,000 ha の土地を、マト・グロッ

ソ州立開発公社（CODEMAT）を介して取得し、

 
35 土地利用者の各単位による経済活動を特徴づけているのは、（1）文化的・歴史的背景、（2）所有や用益といった

土地権を認定する制度的基盤、（3）特定の産品の採取・生産のために適用される技術、（4）獲得された産品と外部市

場との節合関係などの複合要因である［Brodízio 2006: 375］。 
36 ジェ語族のヒキバッツァ（Rikibaktsá）が居住する。彼らはかつてジュルエナ川流域一帯に居住したが、ゴム・ブー

ム期以降、河川伝いに流入した天然ゴム採取人の影響（疫病や紛争）により、人口規模と居住域を縮小させた。 
37 両者の範囲は互いに部分的に重複し、隣接する複数の自治体に及んでいる。ジュルエナ国立公園はアマゾナス州と

マト・グロッソ州の 5 つの自治体に跨り、アピアカース生態保全区（RESEC Apiacás）とアピアカー・ド・ポンタゥ・

イ・イゾラードス先住民居住地（TI Apiaká do Pontal e Isolados）とも部分的に重複する［ISA 2014］。 
38 PA ノヴァ・コートリグァスー以外の入植地は、1990 年代に設立され 228 区画からなる PA コートリグァスー（PA 
Cotriguaçu）と 2000 年代に設立され 624 区画からなる PA ジュルエナ（PA Juruena）が存在する［INCRA 2020］。 

 

図5 コートリグァスー周辺の土地利用状況（ISA［2014］;

ICV［2016］をもとに作成） 
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入植地事業を実施することで組合員に農地を販売・支給した。やがて、1991 年に入植地事業の実施範囲は

アリプアナァンから新たな自治体として独立した。 

マト・グロッソの植民で最も重要な役割を演じたのは、COTRIGUAÇU と同様、ブラジル南部を出身と

する小規模な法人企業であり、私的植民は事業件数、動員規模、経済効果のいずれの点でも、公的植民を

凌駕した39。同州内に 141 存在する自治体は、多くの場合、公私の事業主によって実施された個々の入植

地事業が行政単位へと昇格したものである。PA ノヴァ・コートリグァスーに関しても、今後、住民投票の

結果次第では、新たな自治体として独立する潜在性も秘めている。 

 

Ⅲ-3 PAノヴァ・コートリグァスー 

農地改革の入植地 PA ノヴァ・コートリグァスー（以下、

「ノヴァ・コートリグァスー」と略記）は、自治体内では

最大の規模を持つと同時に、これまで州内で築かれた 555

件の入植地の中でも、とりわけ大規模なものである

［INCRA 2020］。その領域は南北 74 km、東西 13.5 km に

広がり、面積は 99,988 ha にも及ぶ。入植地は、合計 1,502

区画の「農地」40に分割されている。人口に関する公式な

統計は存在しないが、INCRA のデータによれば、1,171 世

帯が公式な受益者として登録されており［INCRA 2020］、

居住者数は 4,500~5,000 人と推定される。入植の開始は

1992 年で、INCRA から「承認（homologação）」41を受け

たのは 1995 年である。入植地は 8 つの地区からなり、そ

れぞれには住民組合が置かれ、中心部には「アグロヴィラ

（agrovila）」と呼ばれる人口集中地が存在する［図 6］。ア

グロヴィラのうち、とりわけ規模が大きく、行政上、重要

な地位を占めるのは、南端部に位置するノヴァ・エスペラ

ンサ（Nova Esperança）と、中央に位置するノヴァ・ウニ

アゥン（Nova União）である［図 6 の◎］。コートリグァ

スーの中心市街地からは、道路距離にして前者は 50 km、

後者は 105 km の地点に位置する。 

入植地は、標高 200 m 前後のなだらかな丘陵地帯に立地する。この地域は、ブラジル中央高原の縁辺部

に当たり、高原地帯が徐々にアマゾン平野へと向け下降している。こうした立地条件により、入植地の地

形は起伏が激しく、農地の形状も変則的である。ノヴァ・ウニァウン近辺を境に、南部と北部では、性質

の異なる 2 種類の土壌が分布する。IBGE の土壌地図によれば、南部には「岩石性ネオソロ」（neossolo litorico）

が、北部には「アルジソロ」（＝アクリソル42）が分布する［IBGE 2009］。ネオソロ（「新しい土」の意味）

は風化などの変成作用を受けていない土壌を、そして「岩石性」とは薄く積もった表土のすぐ下層が岩石

 
39 イェプセンは、1970～90 年の期間中、アマゾニアで占拠された土地面積全体のうち入植地事業が占めた割合につい

て、マト・グロッソ州では公的植民（農地改革）が 5.5%であった一方、私的植民が 39%に上った点を指摘している

［Jepsen 2006: 843-4］。 
40 入植地は（1）地方区画（lote rural）と（2）都市区画（lote urbano）によって分割されている。（1）は農牧畜や保

安林として利用するために適用される大規模な区画を指し、（2）は建造物が密集して建つ小区画を指す。以下の記述

で「農地」といった場合、そこに適用されている土地利用の形態を問わず、（1）に分類される土地区画を指す。 
41 INCRA は入植地設立から数年間のうちに入植者全世帯を「農地改革事業情報システム（SIPRA）」に登録し、入植

地事業の正式な受益者として承認する。これにより入植者は、インフラ事業など政策の初期段階でもたらされる恩恵

を享受する権利を得る。 
42 アクリソルの性質に関しては、II-1 で説明した通りである。 

図 6 PA ノヴァ・コートリグァスーの地区位

置関係（筆者作成） 
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になっている状態を指す［Embrapa 2006: 181］。そこでは、植生被覆の消失後、表土の流失が進みやすく、

やがて、石ばかりの土地へと変化する。つまり、入植地は、全体的に起伏が多く、岩石性あるいは強酸性

粘土質の土壌であり、入植者の言葉を借りれば、典型的な「壊れた土地」（terra quebrada）である。こうし

た地形および土壌条件により、入植者の大部分は牧畜と樹木作物の栽培のいずれかに従事している。 

入植地が立地する土地は、元々、ブラジル南部の不在地主が所有するファゼンダであった。とはいえ、

農場設備が存在したわけではなく、そこは広大な森林地帯であり、マホガニー（mogno）などの商業樹種

を探し求めて分け入った木材業者によって、非公式な採取活動の場として利用されていた。1992年、INCRA

はこのファゼンダを農地改革の用地として購入した［INCRA 2020］。入植地の設立決定から間もなくして、

入植者の第一陣である 445 世帯が到来した。そのうちの 1 人であるグスターヴォの回想を手掛かりに、彼

らが入植地にやってきた経緯を確認してみよう。なお、グスターヴォを含め、本稿に登場する個人名は、

すべて仮名に置き換えられている。 

グスターヴォは、ブラジル南部サンタ・カタリーナ州の出身でポーランド系の出自を持つ。入植地には

92 ha の農地を持ち、妻、娘、息子と暮らしていた。妻の父親カルラゥンとその家族も、近隣の農地に住

み、彼らも先駆者の 1 世帯であった。グスターヴォは、ロンドニア州の金鉱山で働いた経歴も持つが、入

植地への移住以前は、主に南部で生活していた。1990 年に、「土地なし地方労働者の運動（MST）」が、マ

ト・グロッソ・ド・スゥ州にあるファゼンダを占拠した知らせを聞き、彼もキャンプに参加した。キャン

プは 400 世帯以上が参加する大規模なものであり、そこで彼は、同じく運動に参加していた妻や義父と知

り合うことになった。 

キャンプ生活は数年間に及んだが、最終的にファゼンダの収用は実現しなかった。一方、INCRA 職員

は、当時、新たに設立計画が進んでいたノヴァ・コートリグァスーでの農地支給を、参加者たちに提案し

た。こうしてキャンプの参加者のうち、この提案に賛同した者たちと、他のキャンプで同様の提案を受け

入れた者たちを合わせた 445 世帯が、入植地に移住した。グスターヴォら先駆者は、キャンプからトラッ

クの荷台に乗せられ、3 日間の行程を経て入植先へと辿り着いた。彼らは、現在のノヴァ・エスペランサ

にキャンプを設置し、そこを起点に開拓を進め、その後、家族を呼び寄せた。そして、木材業者が築いた

林道を頼りに森林の奥へと分け入り、農地の造成を進めた。グスターヴォ一家が、現在の農地に移り住ん

だのは 1993 年 6 月のことであった。 

筆者の調査時点である 2016 年（以下、「現在」）の段階で、ノヴァ・コートリグァスーの南部に入植し

た先駆者 445 世帯のうち、入植地に住み続けていたのは、わずか 14 世帯にすぎない43。グスターヴォ一家

は、その 1 つである。わずか 23 年間の内に、約 97%の世帯がこの入植地を離れたことになる。この状況

は、入植地における土地利用の流動性の高さを如実に物語っている。また、この事実は、現在、入植地に

居住している人々の大半が、自発的植民の結果として、農地を獲得したことを意味する44。  

 

Ⅳ 自発的植民の実態 

 

Ⅳ-1 都市化の様相 

農地改革の入植地には、入植者の生活上不可欠な機能を果たす「社会地区（área social）」45が設置され、

そこには一定の人口集中が発生する。アグロヴィラ（「農業町」の意）とは、社会地区の人口が増加し、さ

しずめ市街地の様相を帯びた場所を指すが、その規模、形態、構成要素は入植地によって異なる。ノヴァ・

 
43 そのうち 1 世帯はすでに農地を売却し、ノヴァ・エスペランサで宿泊業を営んでいた。 
44 ノヴァ・コートリグァスーに関しては詳しく把握していないが、入植者が土地を譲渡する契機については、他の入

植地での調査事例から説明することができる。すなわち、（1）土地獲得直後、（2）「承認」に向けた調査が行なわれ

る直前、（3）インフラや住宅事業が行なわれた後、（4）クレジットが給付され農場設備が整った後などである。いず

れも、居住・生産の条件が改善され、土地の価値が上昇したことにより、取引が発生している。 
45 多くの場合、社会地区の前身とはかつてファゼンダの経営拠点（sede）が置かれた場所であり、当初から一定のイ

ンフラ（水源、電源、道路、納屋、労働者用住宅など）が完備されている。入植地はそれらの機能を継承している。 
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エスペランサ地区の社会地区を例にとると、その面積はおよそ 1 km2 に及んでおり、中心部には学校46、

診療所、生産組合、各宗派キリスト教会、運動場、宿泊所、各種店舗、住宅など、多くの建造物が配され

ている。住民は 500 人ほどで、入植者の他に、農地の売却後、あるいは他所からの移住後、入植地内で雇

用に就く者などが含まれる。周縁部には、「菜園（chácara）」と呼ばれ、1~2 ha の小さな農地を伴う住宅が

設置されている。 

レオナルドという青年によれば、アグロヴィラでは、いずれの空間にも区画が施され、それぞれには主

人がおり、他者がみだりに占有することはできないのだという。「ここにはすべて規則がある。例外は、所

有者が放棄した土地を 5 年以上占有した時で、その場合、取得時効が成立する」と、彼は説明した。区画

の取引はこの規則に準じて交わされ、最近の事例としては、R$ 15,000 で売却された運動場奥の 750 m2（30 

m×25 m）の区画に関する言及があった。 

彼の言う規則とは、最初に直接占拠し、区画を施した先駆者に対して発生した占有権を起源とし、当事

者たちの間で非公式かつ慣習的に構築されたものである。占有の事実をもとに公証人（tabelião）を通じて

「占有証書（escritura de posse）」などの任意の文書が作成され、現地の登記所（cartório）47に登録される。

それ以降も、取引が成立した場合、その際に発生した文書類は、随時、登記所に保管・蓄積される。文書

の作成、公証、登記により、取引で交わされた手続きの適切さが保たれ、その履歴が連続する登記記録の

形で公開されることによって、占有地の譲渡を可能にする慣習的規則は効力を発揮する。そして、これら

は将来的に期待される「正則化」との関係において、とりわけ重要な意味を持つことになる。 

ノヴァ・エスペランサ地区より形成時期が遅れたとはいえ、ノヴァ・ウニアゥン地区には、入植地最大

のアグロヴィラが形成されている。1994 年当時、入植地の南半分で入植が完了しつつあった一方で、北半

分は空白状態にあった。このため、INCRA は新たな入植者を募集し、その情報が口伝えや農業労働者組合

（FETAGRI-MT）などを通して周辺住民に広がり、入植ブームが沸き起こった。その際、現在のノヴァ・

ウニアゥンの中心部にキャンプが形成され、入植が開始されていった。 

ノヴァ・ウニアゥンの初期の状況を知るホナゥドという男性は、アグロヴィラの区画と 50 ha の農地を

保有していた。パラナー州出身の彼は、若い頃、ロンドニア州へと移民し、1995 年にノヴァ・ウニアゥン

にやってきた。そして、キャンプ参加者から 1 区画を R$ 500 で買い取り、そこに住宅を建て住み始めた。

農地に関しては、移住から 1 年後、INCRA が派遣した測量士に R$ 100 で策定を依頼し、「承認」を受け

た。彼は以前、農地で肉牛を放牧していたが、現在では特に何かに利用しているわけではなく、将来の売

却に向け、地価が上昇するのを待っていた。 

同じく、パウロという男性は、パラグアイで生活していた時に、ノヴァ・ウニアゥンの情報を聞きつけ、

2000 年頃に移住を決意した。移住後間もなく、50 ha の農地を R$ 1,000 で、その後、2 ha の菜園を R$ 350

で買い加えた。農地では 100 頭ほどの肉牛を放牧し、普段は菜園に住んでいた。移住当初、アグロヴィラ

中心部の区画を R$ 500 で購入することを誘われたが、その時は取引に応じなかった。しかし、現在、同

区画の地価は R$ 100,000 にまで高騰しており、当時、それを買いそびれたことを後悔していると彼は語っ

た。一方、最近、彼の菜園を R$ 100,000 で購入することを願い出る者が現れたため、その取引に応じるか

どうかを検討しているようであった。  

ノヴァ・ウニアゥンのアグロヴィラは、なだらかな丘陵の上にあり、市街地周辺の小高い丘からは、周

囲を見渡すことができた。かつて一帯を覆っていた熱帯雨林は、20 年以上に及ぶ入植の影響により、灌木

がまばらに生える、見渡す限りの「牧場（sítio de gado）」48へと変貌していた（図 5）。筆者が滞在した乾季

 
46 初等と中等課程からなる公立学校である。ブラジルでは中等課程修了者の誰もが、同課程以下の教員資格を持つた

め、教師は主に入植者自身が務める。 
47 公証人によって運営される民間企業であり、全ての個人や法人が利用できる［Holston 1991: 699］。植民と公証制度

は密接な関係にあり、登記所はフロンティアのあらゆる小都市にも存在する［Foweraker 1981: 110］。 
48 大規模農場が「ファゼンダ」と呼ばれる一方、入植地を含め小中規模の農地に築かれる「農場」は、生産品目を問

わず、“sítio”と呼ばれる。本稿では、牛を主とした家畜飼育に利用される「農場」を「牧場」と記す。牧場は牧草地と

生産設備によって構成される。 
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の終盤には、全域で牧草地（pasto）49を造成・

維持するための野焼きが行われ、至る所か

ら煙が上がっていた。一方、主幹道路に目

を向ければ、周辺から採取された巨大な樹

木を満載させたトレーラーが観察され、市

街地も通過していった（写真 1）。アグロヴ

ィラの外れには、5 社の木材工場（serraria）

が存在する。ただし、木材価格の低迷によ

り、筆者の滞在時は 1 社のみが操業してい

た。そこで働く男性の説明によれば、すべ

ての工場が操業すれば、100 人以上の雇用

が供出されるという50。このようにアグロ

ヴィラの人口増加には、採取産業の発展も

深く関与していると考えられる。 

アグロヴィラを通る主幹道路にはアスフ

ァルトが敷かれており、道路沿いには、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、ホテル、農業資材店、

パン屋、薬局、衣料品店、自動車整備工場など、多種多様な商業施設が軒を連ねていた。また公共施設に

関しても、ノヴァ・エスペランサで見られたものに加え、自治体役場の出張所、郵便局、交番なども設置

されていた。これらの道路沿いの施設の背後には、多数の住宅が立ち並んでいる。その建設は、現在も進

められており、市街地は拡張し続けている。その景観は、「アグロヴィラ」というより、もはや小規模な都

市を想起させるものであった。 

アグロヴィラに配置された施設が果たす機能は、（1）市場、（2）サービス、（3）行政の 3 つに大別でき

る［Coy 1992: 7］。民間事業者や行政機関が提供するこれらの機能は、入植者の生活を、外部世界と接続す

る役割を果たす。同時にそこは、外部市場へと向け、農地から抽出された自然資源が集積・搬出される拠

点でもある［Coy 1992: 15］。アグロヴィラに人口吸引力が発生するのは、そこが入植地の内外における人

や資源の流出入が活発に繰り広げられる基点であることに由来する。 

私的植民を通じて形成されたマト・グロッソ北部の新興都市を研究したコイは、ブラジル南部を出身と

する植民者に共通して見られる基本的特徴が、「土地の不在経営への志向性（absenteeism）」にあると指摘

している［Coy 1992: 16］。彼らは、新たに獲得した農地の管理を雇用した賃金労働者に委ね、自身は入植

地の中心部で「地方における都市的生活様式（urbanismo rural）」［Rego 2015:89］を志向する。農地改革の

入植地は、私的植民のモデルを模倣したものであり［Rego 2015: 91］、植民者の生活は、同様の志向のもと

に営まれる。ノヴァ・コートリグァスーの事例でも、入植直後は農地に居住したとしても、後にアグロヴ

ィラに生活の場を移す傾向が明瞭に認められる。 

ここで見てきた 2 つのアグロヴィラは、外観と機能において都市的性格を帯びるだけでなく、行政上も

（地方域ではなく）「都市域」として区分されていた。距離は遠く隔たっているものの、両者はコートリグ

ァスーの中心市街地を「飛び地」として構成する「街区（bairro）」であった。植民を通じて自治体内に一

定規模の人口集中地が発生すると、現地の住民組合はその空間を中心市街地の一部として認定するよう、

自治体政府に要求運動51を展開する。それに応じる自治体側は、議会（câmara）を通じて自治体法を制定

 
49 本稿でいう「牧草地」とは、農地や市街地といった土地規格の類型ではなく、土地利用の様式である。 
50 ノロエスチ全体で木材採取が過熱する中、ノヴァ・ウニアゥンはその加工産業の一拠点となっていた。筆者が泊ま

ったホテルには、州内の他地域から木材の買付にやって来た男性が滞在していた。このように、入植地経済は広大な

産業ネットワークの中で営まれている。 
51 筆者が調査した他地域の事例では、FETAGRI-MT の組合員たちが、入植地のアグロヴィラに隣接する土地にキャン

プを築き、2 年間に渡って占拠した。農地改革は失敗に終わったが、組合員たちは占拠を続けた小区画に占有権を獲得

 
写真1 ノヴァ・ウニアゥンを通過する木材運送トレーラー

（筆者撮影） 
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し、そこを「都市域」の一部として正則化52する措置を取る53。 

自治体政府が正則化を適用できるのは、人口集中地が「都市域」の認定に必要な「規格（módulo）」に対

応して形成されているからである。密集した小区画が画一的に配置される設計がなされ、その規格の範疇

に合致することを証明する文書類が作成され、登記所で保管・公開される。周到に準備された一連のプロ

セスは、都市域の正則化を呼びこみ、最終的にインフラなどの政策的恩恵に与かるための戦略である。入

植地全体の人口は増加傾向にあり、今後、さらなる非正規な市街地が拡張していくと、自治体政府による

正則化、インフラ整備は、地価上昇を伴いながら進展していくことが予想される。また、この過程は、そ

の都度、土地取引を促進する。 

その一方で、入植地全体をみると、INCRA からの権原移譲／所有権認定は未完了で、法的には依然とし

て「公有地に築かれた占有地」の状態にある土地が大半を占めている。II-3 で述べたように、アマゾニア

における占有地の正則化に関する法制度自体はすでに確立されている。いずれの住民組合においても、占

有地の所有権認定が、INCRA への主要な要求の 1 つとなっており、今後、入植地全体の正則化も進んで

いくことであろう。その所有権認定の背後には、土地の商品化という観念が必ずや潜んでいる。市街地・

農地を問わず、その土地取引および合法的な商業利用は、ますます促進されていくはずである。 

 

Ⅳ-2 農地の策定 

ノヴァ・コートリグァスーの北側に位置する 3 つの地区は、概して住民が希薄である（図 6）。これは、

不在経営された牧場が大半を占め、「地主」である入植者たちは、主にノヴァ・ウニアゥン地区のアグロヴ

ィラに居住しているためである。ノヴァ・ウニアゥン地区の北に隣接するジャカレ地区には、1 軒の商店、

運動場、数軒の住宅からなる小さなアグロヴィラがあるにすぎず、電線が引かれているのもそこまでであ

る。その北のランバリー地区には小さな公立学校が設置されているものの、アグロヴィラは認められない。

最北部のムルリー地区には、定住者が存在しない。 

ノヴァ・コートリグァスーの南側がブラジル南部出身者で占められている一方、ノヴァ・ウニアゥン以

北に入植したのは、ノロエスチの西に隣接するロンドニア州からの流入者たちであった54。ロンドニアと

コートリグァスーは、1986 年に開通した州道 MT-206 号によって結ばれている（図 4）。この道路は、ロン

ドニア州のマシャヂーニョ・ドェスチ（Machadinho D’Oeste）から州境を跨いでコゥニーザへと入り、ロ

ーズヴェルト川とアリプアナァン川を越えてコートリグァスーへと至る。流入者たちは、この未舗装の道

路を通り、ノヴァ・コートリグァスーを含めた沿線上の複数の入植地へと拡散した。 

ロンドニアは、「INCRA の州」（Estado do INCRA）という異名でも知られるように、公的植民との密接

な関係において発展を遂げた地域である。植民の開始は、同地域が未だ連邦直轄領（Território Federal de 

Rondônia）であった頃の 1969 年に遡るが、植民者の増加は、1981 年に実施された公的植民であるブラジ

ル北西部開発計画（POLONOROESTE）によって加速化した。この計画では、世界銀行からの US$ 11 億の

供与により、高速道路 BR-364 号（図 4）が建設され、その沿線地帯に当たるロンドニア全域（243,000 km2）

とマト・グロッソの西半分（180,000 km2）において、多数の入植地事業が実施された［Brower 1994: 47］。

 
した。やがて、連邦政府の電力普及事業の予算をもとに自治体政府が電線を敷設すると、キャンプでは建設と土地取

引のラッシュが発生した。最終的に当初のキャンプは、アグロヴィラの拡張部分を形成するに至った。 
52 ポルトガル語で「正則化（regularização）」とは非正規な状態を正規化することを指す一般語である。当事者たちに

より都市計画を模倣した都市域が築かれ、事後的に都市行政の対象に組み込まれることも同様に呼ばれる［cf. Nielsen 
2012: 350-1］。 
53 農地改革の入植地としての起源を持つマト・グロッソ北部の主要自治体ルーカス・ド・ヒオ・ヴェルヂの事例に触

れておく。1995 年に同議会は、道路距離にして 59 km 離れたグロスランヂア（Groslândia）というアグロヴィラを、中

心市街地の一部として正則化する法律を可決させている［Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde: 1995］。 
54 ロンドニア出身者といっても、彼らはマト・グロッソ北部の植民者と同様、ブラジル南部からアマゾニアへと移り

住んだ者やその次世代に当たる人々である。ロンドニアからノロエスチへの入植ブームは、2000 年代初頭にピークを

迎え、以降下火になった。一方、入植地への人口流入は、現在も継続しており、それは州内を主体に、国内各地からの

移民によるものである。 
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同時期に、錫鉱山が開発されたことも相まって、ロンドニアの経済は急速に拡大し、1982 年には「州」へ

と昇格した。1970 年の時点で 111,000 人に過ぎなかった域内人口は、1985 年には 1,028,500 人にまで急増

した［Brower 1994: 49］。 

ロンドニア系入植者の一人で、ノヴァ・ウニアゥンの住民組合の会長を務めるヴィトールは、2000 年を

前後して発生したロンドニアからノロエスチへの植民者の流入／人口移動の背景を以下のように説明し

た。「ロンドニアは、平坦で肥沃な土地も多く、州面積自体も比較的小規模であったため、交通網が急速に

整備され、開発もより速く進んだ。1990 年代後半になると、当初の入植地事業が展開した地域では、土地

の取得がもはや困難な状況になり、多くの入植者は、ノロエスチのように多くの未開地が残る辺境を目指

し、移動を開始した」（以上、要約）。彼らの間では、ロンドニアとノロエスチが、それぞれ開発の進んだ

地域と遅れた地域として対比されており、人口移動は前者から後者へと向けて発生したことになる。 

ヴィトールは、クイアバーノ（cuiabano: マト・グロッソ南部出身者）であったが、1980 年代に家族と

ともにロンドニアへ移住し、若年期を同地の入植地で過ごした。その後、1996 年にノヴァ・コートリグァ

スーの話を聞きつけ、現地を視察したうえ、最終的に移住を決意した。そして 1998 年に、ロンドニアか

ら家族を呼び寄せた55。現在の農地は、ノヴァ・ウニアゥンのアグロヴィラから 12 km の地点に位置して

いる。彼はその場所を、自ら足を運んで選定し、4 隅の基準点を定めて区画を策定し、INCRA の測量士に

依頼して承認を受けた。ノヴァ・コートリグァスーの南側の農地は 100 ha が分割基準であったのに対し、

北側では、その基準が 50 ha であった。彼によれば、「ロンドニア出身者にとってはちょうどよい規格だっ

たからだ」という。生産性の高さゆえ、ロンドニアの入植地の農地は 10 ha 程度で分割されており、ノヴ

ァ・コートリグァスーへの移住の際にも、50 ha の農地は十分な規模と捉えられたのである。ノヴァ・ウニ

アゥンのキャンプに辿り着き、現在の住居が建つ都市区画や農地を策定した過程について、彼は以下のよ

うに述懐した。 

 

ここに着いた時点で、どうやって区画を決めていくのかとか、どこが将来的にアグロヴィラに

なっていくのかとか、誰もが知っていたよ。これは農地改革が始まるずっと以前から、行われて

きたやり方だ。…ロンドニアでだって、まったく同じやり方だった。つまり、すべてばっちり

（certinho）できていたのさ［2016 年 9 月 1 日］。 

 

入植者の間には、フロンティアでの生活経験を通じて、世代を超えて受け継がれてきた、入植地を自発

的に形成するための「見取り図」が共有されているようである。彼らは、占有した土地がやがて辿る発展

の軌道に応じて、随時必要となる処置を施していく。ヴィトール自身が、すでに人生で 2 度経験している

ように、入植地の移動の契機は十数年から 1 世代のスパンで到来する。この移動は、生産力が非持続的な

テラ・フィルメの自然環境とフロンティアの経済過程の双方向的影響により生じるものである。 

入植地事業が実施された地域では、地価の上昇が必然的に発生する。その理由は、道路などのインフラ

整備が進み、市街地（アグロヴィラ）が形成され、周辺一帯の土地や自然資源への接近が容易になること

による。また、各世帯や組合に対して給付されるクレジットや助成金などの財政資源56も、地域全体の開

発を促進し、土地の価値を高めていく。地価上昇のメカニズムには、こうした入植地事業の制度に加えて、

地域や時代に固有の状況も複雑に作用している。 

ロンドニアに建設された入植地では、1980 年代～1990 年代初頭、連邦政府や世界銀行などにより多年

生作物（コーヒー、ココア、バナナ etc.）の栽培が奨励されたにもかかわらず、多くの入植者は単年生作

 
55 ヴィトールの親族のうち、きょうだい、いとこ、おば、おいなどが、ロンドニアからこちらに移り住んできた（一

部は、現在もロンドニアに在住）。彼らの土地は、アグロヴィラの住居も、農地も互いに隣り合わせで立地していた。 
56 ノヴァ・コートリグァスーでは、2000 年に入植者各世帯に PRONAF が支給された。なお、入植地に非公式に獲得

された農地であっても、自己申告による「地方環境地籍（CAR）」の登録証を取得していれば、事業者は中央銀行か

ら「農業クレジット（crédito agrícola）」の借入を得ることができる［Klingler and Mack 2020: 9-10］。 
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物（イネ、インゲンマメ、トウモロコシ etc.）の栽培を選択し、最終的には牧畜へと生産体系を推移させ

ていった［Browder 1994: 51-52］。ロンドニアは、当初の想定ほど肥沃な土壌に恵まれておらず、収穫まで

に一定の年月を必要とする多年生作物より短期間で成果の得られる単年生作物が選好され、その後に貧弱

な土壌条件でもうまく生育する牧草の栽培へと移行したのであった。 

植民者にとっての牧畜とは、確実な成功をもたらす事業モデルであり57、アマゾニアにおけるその普及

過程は、「牧畜化（pecuarização）」という言葉で知られてきた［cf. Poccardo-Chapius et al. 2001］。次節で詳

述するように、牧畜は経営規模に関わりなく、フロンティアで営まれる経済活動に、様々な点で適合し、

大きな利益をもたらす。そのため、公的植民による入植者が住民の多数派を占めたロンドニアにおいても、

牧畜は急速に普及していった。牧畜の浸透は、入植地とその周辺地域一帯で、土地需要を増大させた。そ

して、不動産投機を目的に農地を購入する植民者の関心を引き付け、地価上昇をさらに加速化させた。 

前節で言及したホナゥドとパウロの事例が示すように、あらゆる入植者は、投機的な意図を込めて、複

合的に入植地の土地を利用する。牧場の造成は、生産活動に必要な設備を構築することであると同時に、

将来的な売却を念頭に置いた不動産事業でもある。この事業は、森林伐採／木材採取で得た資金、そして

入植地設立当初に付与されたクレジットを元手に、牧草地、柵、住宅、利水設備といった具合に、牧場の

構成要素を徐々に整えていく過程として営まれる。設備がより充実した牧場ほど、より高い値段で取引さ

れる。生産と不動産投機のいずれを考えても、牧場の形成は、わずかな期間、費用、労力で彼らの目的を

達成することに繋がる58。牧畜は、たとえ不在の状態で経営されるにしろ、生産活動に該当することにな

り、占有の正当な根拠を生み出す。このように、牧畜化が進展するメカニズムには、フロンティアの拡大

過程の特質を熟知した植民者の在来知が投影されている。 

1990 年代のロンドニアにおける POLONOROESTE が実施された地帯では、上記の複合要因を通じ、土

地需要の増大と地価上昇が引き起こされた。地価上昇は、入植者が農地を売却する動機となる一方で、同

一地域内での新たな土地の獲得を困難にする。両者の作用により、入植者は農地を手放すと同時に、より

廉価で生産性の高い土地を求めて、周辺地域への移動を開始する。ロンドニアからノロエスチへの人口流

入は、このメカニズムを通じて発生したと考えられる。 

 

Ⅳ-3 農地の利用 
 
Ⅳ-3（1）アグロフォレストリー 

「アグロフォレストリー（agroflorestal）」とは、熱帯雨林の生物多様性、植生の多層構造、生物相の遷

移過程を模倣し、多様な樹木性商品作物を複合的に栽培する生産体系のことである（写真 2）。III-3 で言及

したグスターヴォと義父カルラゥンの一家は、共にこの生産体系に基づき経済活動を営んでいた。しかし、

ノヴァ・コートリグァスーの入植者の8割以上は、肉牛を主体とした畜牛飼育のみに土地を利用していた。

牧畜以外で比較的多くの人々が従事していたのは、コーヒーやカカオを主体とした樹木作物の栽培である。

ただしそれも、1 品目を単体で栽培するのが一般的で、アグロフォレストリーが実践されるケースは例外

的である。 

既存の研究では、単位面積当たりの生産性、収益性、雇用創出力といった経済的観点、そして持続可能

性といった生態学的観点から、アグロフォレストリーの様々な優位性が確認され、ブラジルでは、行政、

学術、NGO などを通じて、その普及が奨励されてきた［e.g. Brondízio 2004; Porro et al. 2012; Vivan 2011］。

 
57 1970 年代に公的植民が実施されたパラー州の BR-163 号沿線地域を調査したモランは、以下のように記述している。

「『成功』した農業者たちは、作物の耕作よりも牛の放牧を目指す傾向がある。この『立証効果』は、小規模な農業者

たちの間の通念を裏付けるものである。つまり、『穀物は結果を生まない』のであり、成功した未来が欲しいのであ

れば牧草地を造成しなければならないのである」［Moran 1975: 139］。 
58 ブロウダーは、1980 年代のロンドニアに関する世界銀行の分析に基づき、不在経営者にとっては、100 ha の土地で

森林伐採後に牧草地を造成し、4 年以内に売ることが、何ら生産物を生み出すことなしに、最も高い運用益をもたらす

と指摘している［Browder 1987: 56］。 
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そのモデル・ケースとして多大な関心を集

めてきたのは、パラー州トメアスーの日系

植民者の事例である［Yamada 1999］。しかし、

このモデルに対しては、日系人同士の民族

的紐帯、日本との資本や市場を介した結び

つき、その他諸々の文化的規範の複合を成

功要因として考慮しない限り、非日系社会

における再現性や普及には限界があるとの

指摘もなされてきた［Piekielek 2010: 14; 

Porro et al. 2012: 401］。 

一方で、アグロフォレストリーの推奨者

たちは、非持続的な生産体系であるとして、

牧畜を問題視してきた［Porro et al. 2012: 394; 

Yamada 1999: 633］。しかし、彼ら自身も認め

る通り、牧畜はアマゾニア植民者の関心を

最も引き付ける生産体系であり［Piekielek 2010: 22］、入植者の圧倒的多数はそれに従事している。この事

実は、推奨者たちの主張する生産性や収益性をめぐる合理性とは別に、植民者たちに独自の合理性・論理

が存在していることを示唆する。それは、牧畜そのものを基軸に構築されていると考えられる。 

アグロフォレストリーを実践するカルラゥンは、妻、3 人の息子、1 人の孫娘と生活しており、息子た

ちは父親の農場を手伝っていた。カルラゥンは、ブラジル北東部のセルジペ州の出身であり、幼少期にパ

ラナー州へと移民した。その後、パラグアイやボリビアなども含め、各地で仕事を転々としてきたが、娘

婿のグスターヴォと同様の経緯から、現在の農地を獲得するに至った。彼の農地は 92 ha であり、その中

を貫通する道路によって 2 つの部分に分かれていた。道路を挟んで北西側は、傾斜が急なため、主に牧草

地として利用されていた。一方、南東側は、住宅、小規模な牧草地、養魚池を除けば、大半がアグロフォ

レストリーに利用されていた。商品化に向け栽培されていた作物は、主にコーヒー、カカオ、モモミヤシ

（pupunha : Bactris gasipaes）59の 3 つである。前二者は、共に好陰性の低木で、直射日光を遮るために植

栽された高木類60の下で栽培されていた。 

カルラゥン一家の栽培するコーヒー木は、8,000 本におよぶ［写真 2］。2015 年には、110 袋（6.6 t）の

収穫があり、取引価格は R$ 270／袋であったため、R$ 29,700 の売り上げとなった。ただし、作柄に関し

ては、2 年連続の不作であった。コーヒーはノヴァ・ウニアゥンの取引業者によって買い取られ、州内の

工場へと出荷される。入植地内に取引業者が存在することは、コーヒー生産者が決して少なくないことを

示している。しかし、コーヒー価格は、1990 年代の暴落後、低迷が続いており、生産者は減少する傾向に

ある。そのため、グスターヴォのように、自給用以外の栽培をすでにやめた入植者もいる。 

一方、この地域の気候にうまく適したカカオは、収穫量も多く、価格も安定しているため、良い収入を

もたらす。コゥニーザの取引業者へと出荷され、その後、州内外の工場で加工される。カルラゥン一家は、

7,000 本のカカオ木を栽培しており、豊作だった 2015 年には 80 袋（4.8 t）の収穫が得られた。取引価格は

R$ 480／袋で、R$ 38,400 の売り上げになった。グスターヴォ一家も、1,700 本のカカオ木を栽培していた。 

モモミヤシは、果肉や種子も利用価値を持つが、入植地の栽培家たちは、主にパゥミート( palmito)61と

 
59 熱帯アメリカに広く分布し、樹高は 20 m に達する。入植地の森林にも野生種が生息するが、栽培作物としての原産

地はペルーである。野生種は鋭い棘に覆われ栽培には向かず、栽培種と交雑すると次世代は棘のある形質を持つ。 
60 高木層として植栽されるのは、ジャトバー（jatobá）、アロエイラ（aroeira）、コパイーバ（copaíba）といった現生

の樹木に加え、南米原産の樹木作物であるバルサ（pau de balsa） 、チークなどの外来樹種、ヤシ類などである。これ

らに関しても木材など副次的用途がある。 
61 モモミヤシの他、アサイー（açaí）、ババス（babaçu）、ジュサーラ（juçara）など様々なヤシ類からも生産される。

乳白色で食感が良く、主に瓶詰めで販売される。 

 
写真2 アグロフォレストリーで栽培されるコーヒー木（筆

者撮影） 
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いう食品に加工される先端の芯の収穫を目的としていた。収穫期は雨期のさなか、可食部が多量の水分を

含み柔らかくなる頃だけに限られる。加工業者は、雨季の 45 日間だけしか買い付けないため、収穫作業

はその時期に集中する。ノロエスチでは、これを扱う業者はわずかしか存在しないが、そのうちの 1 社が

入植地まで買い付けにやってくる。モモミヤシは 1 度苗を植えれば 10 年ほどの寿命があり、主幹部を刈

り取った後も、数本の脇芽が伸びてくるので、それらを生育して再び収穫が得られる。脇芽は 1 株から 3

回ほど発生させ、すべての収穫が終わると新たな苗へと植え替えられる。グスターヴォもカルラゥンも、

その苗を自家採取した種子から育てていた。 

カルラゥンは、6,000 本ほどのモモミヤシを、主に自家消費とコーヒーやカカオに木陰を与える目的も

兼ねて栽培していた。また、その栽培を推奨している自治体役場の農業課が、R$ 10／kg と良い値段で買

い取るため、彼は種子の収穫の方に力を入れていた。2015 年には 45 kg の種子を収穫し、R$ 450 の収入に

繋がった。一方、グスターヴォは、カカオよりもモモミヤシの生産に重点を置いており、約 15,000 本を栽

培していた。1 本あたり取引価格は R$ 1.4 で、収穫期には 5,000 本ほど出荷するため、R$ 7,000 ほどの売

り上げになる。 

しかし、樹木作物から得られる収穫物は、気象条件による収穫量の変化や価格変動に晒されやすい。そ

のため、カルラゥン一家は収入を安定させるために 90 頭の肉牛も飼育していた。一方、グスターヴォは、

肉牛を飼育してはいなかったが、別の形による収入源の多角化を図っていた。彼は小規模な養豚を営んで

いたほか、周辺の森林での採取活動も行っており、例えば 2015 年には、600 kg のブラジルナッツ（castanha-

do-brasil: Bertholletia excelsa）を収穫し、R$ 2,000 の収入を得た。 

コーヒーやカカオの栽培に関する入植者たちの声は、「あれだけ手間がかかるのに、収入は放牧とあま

り変わらない」、「ロンドニアにいた頃はコーヒーを栽培していたが、ノヴァ・コートリグァスーでは成功

しなかった」、「（特別な知識と経験を必要とするため）収穫を待たずに、作物が枯れてしまった」など、否

定的なものが多い。カルラゥンやグスターヴォに関しては、アグロフォレストリーという生産体系自体へ

の彼ら自身の深い関心が、事業を成功させている要因であるようにも見えた。入植地では、アグロフォレ

ストリーの成功事例が観察される一方で、先駆者世帯の 97%が入植地を去り、現在の入植者の 8 割以上が

牧畜という生産体系を選択したのは、どのような要因によるのだろうか。 

 

Ⅳ-3（2）牧畜 

アマゾニアにおける牧畜は、単位面積当た

りの生産性・収益性に着目すれば、（単年／多

年生）作物の栽培と比較して、優位性を備え

た産業であるとはいえない。しかしながら、

植民者たちは、牧畜を最も合理的な土地利用

として推進している。ヘヒトは、その背後に

存在する植民者独自の「論理」を指摘してい

る［Hecht 1993］。彼女は、自然環境から価値

（value）を生み出すための手法として、（1）

木材や鉱物など資源の「採取（extraction）」、

（2）農牧畜による「生産（production）」、（3）

土地・自然環境に関連した財政的機会や法的

権利を発生させる「投機（speculation）」という

3 点を挙げている。牧畜が植民者を引き付け

て止まないのは、資金・労力・時間への投下コ

ストが低く、同時かつ確実にこの 3 点に接近できるからに他ならない［Hecht 1993: 688-9］。 

まず「生産」の観点からみると、飼料である牧草は、幅広い環境条件に適応し、乾季の終わり（8～9 月）

 
写真3 牧草地造成のために施された野焼きの跡（筆者撮

影） 
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に野焼きを行った土地に種子を播くだけで、短期間のうちに旺盛に生育する62（写真 3）。アマゾニアで広

く栽培されている牧草は、中央アフリカ原産のブラキアリア属（Brachiaria spp.）の複数の種である。一方、

飼育される畜牛の品種は、南アジア原産のネロール種（nelore）であり、高温や乾燥といった条件に高い適

応力をもつ（写真 4）。作物栽培が、土壌条件による制約や病害虫の影響など自然環境がもたらす様々なリ

スクに晒されるのに対し、動物飼育である牧畜は、そのリスクに対して強い耐性を示す。また、作物が収

穫・出荷に時期的拘束を受けるのに対し、畜牛は飼育者の都合や価格上昇の機会に応じて、処分・出荷時

期の柔軟な調整が可能である［Hecht 1993: 692］。ブラジルでは牛肉には常に大きな需要があり63、その価

格も安定している。 

牧畜に必要となる広大な牧草地は、わずかな労力・費用で造成することが可能である。また、畜牛の飼

育は比較的容易であり、その維持費も必要最低限で済む。つまり、植民者の視点における牧畜の優位性と

は、（集約性・効率性ではなく）疎放な土地利用を実現する点にある。なぜなら、占有地が将来的に正則化

され、地価が上昇していく前提を考慮に入れた場合、わずかなコストで広範囲な土地の占有を実現する牧

畜は、後に植民者により大きな利益をもたらすことに繋がるからである。占有権の適切かつ有効な行使は、

非公式な取引を通じて農地を獲得した入植者に課された規範でもあり、また、この権利は司法を通じて積

極的に擁護される。したがって、フロンティアの拡張過程と連動しながら、占有を通して投機的利益を追

求する植民者にとって、牧畜は最も理に適った事業なのである。 

この性質は「採取」の機会を増大させることにも繋がる。牧畜が広大な土地を必要とするという前提は、

より広範囲の森林を将来的な牧草地への転用対象地として占有することに正当性を与え、結果的に、事業

者はそこからより多くの木材を採取でき

るようになる。テラ・フィルメ森林地帯で

は、商業価値の高い硬木の分布密度64は疎

らではあるが、占有面積が広域におよぶた

め、その採取量は決して少なくはない65。木

材売却で得た利益は、牧草地の造成費用に

投下可能となるし、伐採した樹木は杭木へ

と裁断され、牧畜に不可欠な柵の設置に利

用される。さらに、広い面積におよぶ牧畜

が、鉱物資源の「採取」の可能性も高める

のは、その採掘権が土地の占有者に対して

付与される規定となっているからである

［Hecht 1993:691］。実際に鉱物が採取・獲

得できることは稀とはいえ、その山師的な

 
62 牧草が必ずしも万能ではない点についても指摘しておく。外来種である牧草は、成長阻害物質を分泌しながらカポ

エイラ（二次植生）として復元してくる在来植物の影響に晒される［Moran 1975: 141］。代表的なものとしては、キク

科のアサ・ペイシ（assa-peixe: Vernonia polysphaera）などが挙げられる。植民者は、これらの植物を“praga”（災厄／雑

草）と呼び忌み嫌う。また、除草剤でそれらを除去する労働は、（柵囲いと並び）入植地に発生する重要な雇用となっ

ている。1980 年代のパラー州の入植地では、在来植物の影響により牧草地の維持が困難となり、牧場の経営破綻が相

次いだ［Brondízio 2006: 387］。 
63 筆者が 2014 年にジュイーナで PT の政治家に聞き取りを行なった際、同政権の再分配政策が地域にもたらした変化

に関して、彼は「労働者たちは週末にバーベキューをするようになった」と指摘した。マト・グロッソ州における食

肉産業（牧畜／ダイズ生産）の成長は、外需に加え、域内需要の増大も関連していると言える。 
64 植生が類似するロンドニア州に関して言えば、商業化できる硬木は 55 品目中 5 種が存在し、その分布率は 1 ha あ
たり 1 本程度である［Browder 1994: 54］。また、熱帯林は成長速度が速く、わずか 10 数年の休閑期間で極相林へと復

元する。森林伐採後の土地は、そこがカポエイラとして上記の期間放置された場合、再び硬木が採取できる状態にな

っていると推論できる。 
65 注 22 の記載とも関連するが、牧畜が一般的なノロエスチでは、1 世帯が生計上最低限必要な農地面積は 100 ha に設

定されている。 

 

写真4 ブラキリア属の牧草とネロール種の牛（筆者撮影） 
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欲望も、植民者を牧畜従事に向かわせる要因の 1 つと考えてよい。 

植民者が牧畜に向かう独自の論理は、生産性や収益性のみに限定されない、より包括的な経済活動とし

ての優位性のもとに構築されている。牧畜は、上述した利益の総体を植民者へと結びつける媒介項の役割

を果たしていると考えてよい。多様な利益の獲得と絡み合うその独自の論理の存在は、ノヴァ・コートリ

グァスーの入植者の大多数が牧畜を選択していることを説明し、アグロフォレストリーがどれほど優位な

生産性・収益性・持続可能性を示そうとも、牧畜の代替にはなり得ないことも示唆する。 

ノヴァ・コートリグァスーの入植者たちは、アマゾニア全体で進展する牧畜化の一翼を担ってきた。前

節で言及したヴィトールは、50 ha の牧場に 150 頭の肉牛を放牧していた。この頭数は、面積に比して過

放牧であり、「実際は 120 頭が適正」と彼は語った。牧場には、貯水池が設けられており、1 週間以上放置

しても牛たちは十分耐えることができる。群れからは、毎年 100 頭ほどの仔牛が生まれるが、メスは残さ

れてオスだけが近隣のファゼンダへと売られていく。仔牛の取引価格は、R$ 1,000／頭で、2015 年には 50

頭を販売できたため、R$ 50,000 の収入を得た。 

この事例が示す通り、入植者たちが農地で生産している商品とは、ファゼンダへと売られ、食肉用の去

勢牛として肥育されるオスの仔牛である。入植者が畜牛の繁殖に従事する状況は、ノヴァ・コートリグァ

スーに限らず、マト・グロッソ各地で共通に観察される。彼らが繁殖に特化する背景には、食肉の生産シ

ステムが小生産者に課す様々な制約66が存在することも事実ではあるが、むしろ、ここで注目すべきなの

は、アマゾニアにおける牧畜産業全体が、小生産者とファゼンダとの間に築き上げられた「分業」とも言

える関係性に立脚しており、入植者がその一端を担っているという事実である。 

元来、低コストで操業可能な牧畜産業の中で、最も人件費を抑制できるのは、肥育を担うファゼンダで

ある。大規模な放牧が行われるファゼンダでは、ヴァケイロ（vaqueiro: 牧童）1 人で 1,500 ha もの広大な

土地の管理を担当することが一般的である［Hecht 1993: 693］。つまり、この分業関係においては、最も利

潤効率の高い生産部門を、ファゼンダが担う構図となっている。 

一方、牧畜産業全体で最も利潤効率が低いのは、入植者が従事する繁殖の部門である。種付け、母牛の

世話、分娩、仔牛の生育といった各段階では、柵の配置調整、適切な栄養分の付与、薬剤の投与など、多

様かつ入念な管理が必要となる［Hecht 1993: 690］。とりわけ、口蹄疫（aftosa）とブルセラ症（brucelose）

のワクチン投与は、マト・グロッソ州内では法律で義務付けられており、ファゼンダに仔牛を売却する際

の前提条件となる。筆者の聞き取りによれば、年間のワクチン代は 100 頭の群れで R$ 600 に及ぶ。つま

り、この分業体制では、生命に対する繊細かつ入念なケアが求められ、より多くの労力・費用の投入を必

要とする繁殖部門が、零細な土地経営者である入植者によって担われる構図となっている。 

繁殖が肥育と比べ利潤効率の低い生産段階であるとはいえ、作物栽培に比して、牧畜が優位な経済活動

であることには変わりがない。それゆえ、入植者の多くはアグロヴィラに住み、「不在」の経営者として、

それに従事している。多くの植民者は、仔牛の生産に収入獲得の可能性を見出し、入植地に農地を購入す

るのである。 

牧畜は、自然環境の消耗的利用に立脚した生産活動であり、それによる土地の劣化・荒廃は避けられな

い。よって、肥育にせよ繁殖にせよ、生産力の低下と新たな土地への移動を前提に営まれる。前述したヴ

ィトールの事例でも観察されたように、入植地で常態化する過放牧は、その荒廃を加速化させる主因とな

っている。過放牧の状況では、牧草が絶えず摂食されるため、表土は被覆を失い、日光や降雨の影響に、

より強く晒されるようになる。そして、密に放たれた畜牛が、その上をより頻繁に歩き回ることで土壌構

造の崩壊が進んだ表土は、一層脆く流失し易い状態へと変化していく。このように牧畜は、森林資源だけ

でなく、土壌資源をも消尽させながら、十数年という短期的なスパンで操業される。この点は、すべての

ロンドニア系入植者が、すでに人生で複数回、移動を経験している事実からも明らかである。 

 
66 具体的には、屠畜場は小規模の入荷を受け付けないこと、また入植者自身によって枝肉を外部市場に流通させるの

が困難であることなどが挙げられる。 
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牧畜を通じた消耗的な利益追求は、フロンティアの拡大と農地の集積化にも繋がっていく。ノヴァ・コ

ートリグァスーでは、およそ数 100～1,000 ha もの農地を経営する入植者が増加しつつある。筆者の調査

では、その具体例に関する情報も得られている。パラナー州出身のジゥソは、ロンドニアを経て、2001 年

にノヴァ・コートリグァスーへとやってきた。移住後、農地を徐々に買い足して 4 区画、計 336 ha を保有

するまでになり、オウロ・ヴェルヂ地区住民組合の会長も務めている。INCRA への各区画の利用者登録

は、名義上はそれぞれジゥソ、2 人の息子、娘となっているものの、実際にはジゥソ本人が全体を経営し

ていた。農地では繁殖用に 500 頭の肉牛を、そして自宅の敷地の一画でも 10 頭の乳牛を飼育し、すでに

土地を売却したかつての入植者の男性 1 人を雇用し、住み込みで農地の管理にあたらせていた。つまり、

長年の利用により低下した地力を、経営規模の拡大と土壌改良67を通じて克服できる財政基盤を有したジ

ゥソのような経営者による土地需要が絶えず存在するため、独自の論理に基づく入植地の牧畜産業は、有

効な利益追求の手段となりうるのである。 

 

Ⅴ 結論 

 

本稿では、アマゾニアにおける農地改革と植民を一体性のもとに捉え、正則化という未来を見据え、入

植地事業と連動しながら進展する自発的植民について、実地調査で得られた知見に基づき考察を試みた。

事例研究では、農地改革の入植地 PA ノヴァ・コートリグァスーで発生した自発的植民に関して、（1）都

市化の様相、（2）農地の策定、（3）農地の利用という 3 つの側面に注目し、入植地内部の都市域と地方域

に策定された様々な形態の土地区画が、植民者の在来知に基づき利用され、フロンティア特有の政治経済

的過程へと取り込まれ、やがて、さらなる辺境域での土地と財の領有に向けた推進力が生成されるメカニ

ズムの分析を試みた。 

3 つの側面に共通して観察される特徴とは、入植地事業がフロンティアの領域化に向けた居住・生産設

備の構築と土地の私的所有権の確立を同時に推進する施策であることにより、入植地内部での土地需要を

増大させ、入植者に土地投機への動機を与え、最終的には、先駆者から後発者への土地の譲渡が促進され

てきた点である。ノヴァ・コートリグァスーのように正則化が完了する以前の段階でも、市街地や農地を

めぐり、占有と譲渡が繰り返され、将来的に正則化が完了した段階では、さらに組織化された商業利用と

土地の合法的売買が進展する状況が予想される。 

入植地内部での自発的植民を通じて、優位な経営者への土地の集積化が進んでいく傾向は、とりわけ、

2000 年代後半以降、盛んに議論が交わされるようになった「地球規模の土地の強奪」（global land grabbing: 

以下、「土地強奪」と略記）をめぐる問題との関連性を想起させる。土地強奪とは、食料、エネルギー、環

境、金融といった危機に晒された「北」の国々の政府や産業アクターによる、「南」の国々での土地の大規

模な獲得が、経済外的強制力を伴った形で進展する状況を示唆する［Borras Jr. et al. 2012: 851］。この議論

を主導してきた理論家たちは、マルクスの本源的蓄積（primitive accumulation）68の概念を通じて［cf. Harvey 

2003: 137］、トランス・ナショナルな資本の作用により南の国々の小農や先住民の生産基盤が囲い込まれ

ていく状況を分析することで、資本主義経済の現代的変容のダイナミズムを捉えることを試みてきた［Hall 

2013: 1582］。 

ブラジルは豊富な土地資源と潤沢な産業資本を同時に備えた国家である。それゆえ、アマゾニアの状況

 
67 環境 NGO の ICV は、ノヴァ・コートリグァスーでの事業を、ジゥソを始め各地区の住民組合との共同で実施して

いた。事業内容には、森林管理、農地のモニタリング、正則化の支援、採取活動で得られる産品の商業化などに加え、

牧草地の改善が含まれていた。この事業では、肥料を投入し牧草の生産性を高めることで、牧草地の無暗な拡大を防

ぎ、森林破壊を抑止する効果が期待されていた。一方、この試みは入植者の視点からすれば、牧草地の改善を外部資

本によって達成する有効な機会となる。 
68 資本主義的社会関係が形成された端緒である原初的な資本蓄積が発生した出来事を想定するための概念である。マ

ルクスは、近世イングランドにおける「コモンズの囲い込み（enclosure of commons）」を典型として捉え、その過程

が経済外的強制力を通じて進展した点を指摘した［マルクス 1972: 391-2］。 



 

25 
 

では、国外アクターの主導というよりは、国外の政府や産業との提携を結んだ国内アクターによって、土

地の集積化が進められている傾向が観察される［Oliveira 2013: 72］。また、本稿の冒頭でも言及したよう

に PT 政権期には、アグリビジネスの成長が目覚ましいセラード・熱帯林移行帯で、大規模産業アクター

による土地の集積化が進められた一方、熱帯林帯の中心部では環境保護の方針が取られてきた［Oliveira 

2013: 83-7］。こうした状況に鑑みるに、土地強奪をめぐる議論を、アマゾニア全体に単純に当て嵌めるの

は妥当ではない。 

2019 年のボゥソナーロ（Jair Bolsonaro）政権成立以降、アマゾニア全体で、環境保全区（III 章で言及し

た先住民居住地や自然保護区）への侵入に関する罰則や規制が緩和され、アグリビジネスと牧畜の拡張が

促進されるなか、先住民、伝統的共同体、土地なしなどへの土地強奪が頻発する傾向が見られることは事

実である。一方、本稿で考察した農地改革の入植地で観察される土地利用の実態からは、アマゾニアでの

土地の集積化をめぐる問題が、大規模産業アクターと地方プロレタリアートを二分化し、前者による後者

からの強制的な財産収奪という構図で理解できるほど単純な様相を呈してはいないことが示唆される。 

ノロエスチの状況に即して言えば、隣接するロンドニア州と同様、そこは軍政期の公的・私的植民と民

主化以降の農地改革を通じて、多数の入植地が形成されてきた地域であり、入植者や小生産者が住民の大

多数を占める。また、いくら住民の大多数がアグリビジネスの到来を待ち望んでいたとしても、同地域に

は、インフラの問題を始め（ノロエスチ全体では、市街地を除き、未だ舗装道路網が存在しない）、その受

入れに必要な前提条件は未だ整備されてはおらず、今後もその見通しは立っていない。一方、ノロエスチ

では、ノヴァ・コーリグァスーの事例が示唆するように、零細土地経営者は、大土地経営者と相似する論

理に基づき、占有、投機、商品化を通じて公有地を活用している。 

土地強奪をめぐるマルクス主義的議論には、抑圧者と被抑圧者を二分化して捉える傾向が顕著に見られ

る。しかし、ホールは、経験的な知見に照らし合わせた場合、この現象の背後には、二分法によって単純

化された把握とは全く異なる多様な現実が存在する点を示唆している。幾世紀にもわたり、地球規模での

フロンティアの拡大や農業生産の飛躍的増大をもたらしてきた主要因とは、新たな経済的機会を求めて、

新天地への移民を繰り返してきた小生産者たちであり、彼らの生産活動の過程には、未開地の開墾と土地

取引が必然的に組み込まれている［Hall 2013:1590］。本稿の事例研究でも顕著に観察されたように、零細

な植民者たちは、自然環境、市場動向、制度条件を通じて課された様々な抑制因／促進因との関係におい

て、臨機応変に土地を獲得し、利益獲得を最適化する産品を選択し、地価上昇に応じて土地取引を成立さ

せ、再び新天地への移動を繰り返していた。本稿を通じて試みたのは、フロンティアでの経済活動の必要

性が、植民者たちの在来知を涵養し、彼らに特有の行動様式を生み出してきた実態について、現地の視点

に即して描き出すことであった。畢竟、この点を顧みずに、土地の領有の発生因を、抑圧的な経済外的強

制力へと還元して説明することは、植民者たちの生活経験や彼らが直面してきた困難に対して、現実とは

大きく乖離した理解を導き出すことに繋がってしまうだろう。 

この問題は、アマゾニアに形成された占有地の正則化をめぐる昨今の立法動向に着目することで、より

鮮明に把握できるようになる。II-3 では、正則化の法制度的側面について、実地調査が実施された 2016 年

時点の状況に即して概観した。一方、今日までの同法制をめぐる連邦議会の動きに着目した場合、以下の

ような傾向が認められる。2016 年の PT 政権崩壊後に成立したテメル（Michel Temer）政権は、翌 2017 年

に、アマゾニアの占有地の正則化をめぐる改正法（Lei No 13.645）を可決させた。2009 年に成立した前法

では、正則化の対象となる土地は、占有開始時期が 2004 年以前に遡れることが条件とされていたが、改

正法では同条件が「2011 年以前」にまで繰り上げられた。また、適用面積の上限に関しても、前者が 1,500 

ha であったのに対して、後者では 2,500 ha にまで大幅に引き上げられた［Brito et al. 2019: 1］。同法の取り

決めは、ボゥソナーロ政権によって踏襲され、公有地の正則化に向けた規制緩和は、今後も促進されてい

くと予想される。 

アマゾニアで伝統的に実践されてきた法慣習の顕著な特徴の 1 つとして「免責」が挙げられる。そこで

は過去に実行された不正行為は赦免され、非公式な状態は正則化されるという通念が人々の間で在来知と
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して継承されてきた。上記の立法動向が示す通り、占有地の正則化は、有効に適用される時間範囲が時代

ごとに繰り上げ更新されてきただけでなく、面積に関する規制も徐々に緩和されてきた。同様の傾向は、

森林保護をめぐる法制にも当て嵌まる。2012 年に改正された森林法（Lei No 12.651）では、森林破壊に対

する懲罰や再生義務は2008年以降のケースにのみ発生するという形で免責の適用期間が繰り上げられた。 

こうした法慣習の特性は、II-2 で概説したグリラージェンの技法に、そして、IV-1 で描写したアグロヴ

ィラの事例に、色濃く投影されている。植民者が、非公式な占拠を実行する一方で、その行為に関する証

拠書類を逐次作成し、登記所を通じて登録・公開することで、処置の適切さにこだわるのは、来るべき正

則化を見越してのことである。つまり、過去に実行した非公式な行為に関する記録は、やがて、それが正

規な行為としての承認されるための証拠となる。これは、フロンティアの拡大と連動しながら経済事業を

営む者たちの間に共有された「規範」としての側面を持つが、皮肉なことに、この規範は彼らが侵犯行為

を確実に遂行するために遵守されている。この点に関して、人類学者のツィンの言葉を借りるならば、事

業の経営規模の大小に関わらず、正規と非正規、適法と違法の結合を首尾よく調整することこそが、既存

の法規によって課された統制を掘り崩し、当事者間で実利に適った共同を新たに確立し、「誰にとっても

自由に開かれたフロンティア」（free-for-all frontier）69を実現することに繋がるのである［Tsing 2005: 17; 

Klingler and Mack 2020: 10］。 

上記の各種立法を通じて、植民者によるフロンティアの土地や財の取得を後押ししてきたのは、PT 政

権期から現在に至るまで、地方域での絶大な支持基盤を築き上げてきた地方生産者議員団（bancada 

ruralista: 通称「フラリスタ」）と呼ばれる政治アクターたちである。彼らは、自らが大土地所有者／有力

アグリビジネス経営者であると同時に、連邦レベルでは占有地や森林の正則化をめぐる立法過程に影響を

及ぼすことで、地方域における産業振興を強力に推し進めてきた。そして、州や自治体レベルでは、フラ

リスタの地域政治家たちが、中央で制定された法律が現地の受益者の実利に適う形で適用されるために不

可欠な媒介者としての役割を演じてきた。彼らは住民組合や労働組合からの働きかけに応じて、彼らの占

有地が正則化され、そこにインフラが敷設され、土地や財の私有化が促進されるよう、連邦や州レベルの

行政機関に梃入れし、その見返りとして、受益者たちからの「票」を獲得してきた。 

このように正則化を成立させる各種の制度的枠組みは、フロンティアの拡大と足並みを揃えて整備され

てきた。領域化が進展していく地平では、土地や財をめぐり実行された非公式な諸行為が、これらの枠組

みの適用を通じて、正常な存在状態へと転換されてきた。この点で、アマゾニアにおける領域化の一端を

担う農地改革とは、社会構造の変革に向けた処方なのではなく、フロンティアにおける可住域と産業基盤

の拡張を通じた利害調整の装置／技術である。当事者間の経済関係に着目した場合も、零細な植民者と大

土地経営者の間には、階級間の利害衝突という単純な二項対立を越えて、フロンティアという共通の地平

を前にした共同・連携が築き上げられている。それは農地改革に伴うファゼンダの収用が当事者間の相互

利益に適っている点、牧畜化を通じて繁殖と肥育の有機的分業が形成される点、入植地が地方産業に低廉

労働力を供出する「涵養地」として機能している点などにも見て取ることができる。 

2019 年以降、年々深刻さを増しつつあるアマゾニアの森林火災は、本稿で描写したようなごく一般的な

植民者たちの間で、フロンティアでの経済活動の一環として実行されるごくありふれた行為が、広大な範

囲に及び一斉に適用されたことの帰結である。その背後には、アマゾニアの土地財の取得をめぐり、正則

化という名のもと、免責を有効化する立法路線が PT 政権期から現在に至るまで促進されてきたことが密

接に関連している。この状況下で、植民者が最も容易かつ合理的に、土地を介した採取、生産、投機の機

会を一挙に増大させる手段の 1 つとは、本稿で考察したような牧畜化の過程への参入である。木材採取と

野焼きを通じて牧草地を造成・拡張する行為は、来たる将来、自己にとっての正規の財産となるべく土地

 
69 補足するなら、ツィンの記述には、フロンティアの拡張以前にカリマンタンの現地社会に存在していた土地権や資

源利用の慣習などが、外部者の働きかけによって無効化され、「自由なフロンティア」が発生してしまう矛盾が含意

されている。一方、筆者の関心は、同様の技法がアマゾニア植民者たちの間で自発的植民を支える在来知として共有

されていることの「創造性／破壊性」［cf. ルロワ＝グーラン 2012 : 299］に向けられている。 
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に施される最も有効な「改善」であるばかりか、占有を成立させるために遵守される「規範」でもある。

本稿の最後に改めて喚起しておくべき点とは、立法・行政・司法に携わる諸機関の連繋と多種多様な植民

者の間の有機的共同を通じて推進されるフロンティアの拡大が、湿潤熱帯環境という極めて不安定かつ脆

弱な生態学的基盤［Coy 1992: 8］のうえに成り立っているという実態である。 
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The Brazilian state has been advancing its territorialization of ungoverned peripheral terrains through the 

procedure of “property regularization,” which permits claimants to acquire hereto unclaimed and untouched land and 

resources as public domain. Conversely, local subjects consider the state-owned property as entities to be possessed, 

subsequently regularized, and finally appropriated as private property. To understand the actual condition of 

territorialization in present Amazonia, this paper investigates the mechanism of property regularization, not through the 

state’s perspective of administrative rationality, but through the local knowledge of colonists encountering this 

intervention. 

The case study focuses on an agrarian settlement which was established in the 1990s in the Northwestern Region 

in the Federal State of Mato Grosso. Brazilian agrarian reform has a peculiar feature in its ambiguous nature: the 

endeavor to improve drastic social disparity without modifying the existing structure of land tenure. This implies that 

the policy has been implemented as de facto “colonization” over a half century, promoting consolidation of private 

property across the state’s peripheral territory.        

This study analyzes the land-use system in the settlement in terms of interplay between the state’s property 

regularization and the settlers’ spontaneous colonization. The latter is a popular movement conducted informally 

throughout history, interacting with official colonization projects by public or private bodies. It traces the process in 

which the informally acquired lands are refigured in accordance with the official scheme of the project, adequately 

maintained with possessory right, and consequently regularized as private property. Agrarian reform has been 

inescapably incorporated into the vortex of the popular movement shortly after its implementation.  

The Amazonian frontier rapidly expands through organic collaboration amongst the regularization validated by 

legislative, administrative and judicial authorities and the spontaneous colonization advanced by various types of 

colonists. Through ethnographic description of colonists’ everyday life experience, this study examines the dynamics 

in which this magnificent project develops across the horizon of contemporary Amazonia. 
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論文 

16 世紀ペルーにおけるタキ・オンコイと水銀汚染 

― 10 分の 1 税徴収、先住民のサボタージュ、強制的改宗 

真鍋周三 SHUZO MANABE 

兵庫県立大学 UNIVERSITY OF HYOGO 

要旨 

1560 年代ペルーアンデス高地のワマンガ地方においてタキ・オンコイ（Taki Onqoy. ケチュア語で「踊り病」

を意味する）と呼ばれる、土着の神々を復活させるための「踊り」を伴う祭祀・儀礼が自然発生的に拡大し、植

民地支配体制を揺るがす状況となった。先住民群衆によるこの騒動で日常生活が麻痺した。それは 1564 年 8 月

もしくは 9 月ごろから数年間にわたって、クスコ司教区ワマンガ地方南東部のパリナコチャス地区を中心に広

がった。およそ 8000 人の先住民がこれに関与したとして告発され、キリスト教への集団改宗を強いられたとい

われている。

タキ・オンコイを水銀汚染問題と関連付けた最近の研究について述べておく。2015 年に日本の真鍋周三が「16

世紀ペルーにおけるタキ・オンコイの政治・社会的背景をめぐる試論」、『ラテンアメリカ・カリブ研究』第 22

号、39-54 頁とそのスペイン語版［Manabe 2015］を発表し、水銀汚染問題との関係からタキ・オンコイを捉える

視点を提起した。 

2016 年にペルーのサンタ・マリア（公衆衛生学者・人類学者）が、「タキ・オンコイ─16 世紀ペルーにおける

水銀中毒症」なるテーマで、タキ・オンコイと水銀中毒を関連付けた博士論文を著した。また 2017 年には「16

世紀ペルーにおける水銀とタキ・オンコイ」なるテーマで修士論文を執筆した。 

本稿では、タキ・オンコイと、ワンカベリカ水銀鉱山に由来する水銀汚染問題との関係の一端を明らかにする

べく、歴史学の立場に立って新たな解釈を試みる。本稿の内容は 10 分の 1 税徴収問題がタキ・オンコイの鎮圧

とどう関係したのかを検討・考察する。 

キーワード 

タキ・オンコイ、ワマンガ地方、ワンカベリカ水銀鉱山と水銀汚染、10 分の 1 税とアルボルノス、強制的改

宗 
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Ⅴ タキ・オンコイの鎮圧：10 分の 1 税の確保と強制的改宗の推進 
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Ⅰ はじめに 

 

1560 年代ペルーアンデス高地のワマンガ（Huamanga）地方1においてタキ・オンコイ（Taki Onqoy[別名

Aira]）と呼ばれる、偶像崇拝（idolatría）行為を伴った騒動が発生・拡大した［増田 1984: 667］。タキ・

オンコイとはケチュア語で「踊り病（enfermedad del baile）」を意味する。先住民群衆によるこの騒動で日

常生活が麻痺した。これまでタキ・オンコイは、スペインの支配やキリスト教を否定し、アンデスに特有

の土着の神々である「ワカ（huacas, guacas）2［Albornoz 1990[1570]:64,93; Lexus 2007:313; Gabai 1990:351-

353］」の復活と新しい世界の到来を待望するペルー先住民による土着の宗教的抵抗運動とみなされてき

た。それは 1564 年 8 月もしくは 9 月ごろから数年間にわたって、クスコ司教区（Obispado de Cuzco）ワマ

ンガ南東部のパリナコチャス地区（Repartimiento de Parinacochas）を中心に広がった。およそ 8000 人を超

える先住民が土着的な歌と踊りに加わったとして教会に告発され、キリスト教への集団改宗を強いられた

といわれている。それはやがてワマンガのほぼ全域に広がった［Albornoz 1990[1570]:64; Melgar y Carrasco 

2007: 1-17,36,40; Pérez 1991:205; Stern 1982a:xvii,51; García 2000:112］。タキ・オンコイの報告者としては、

スペイン人聖職者クリストバル・デ・アルボルノス（Cristóbal de Albornoz）がよく知られている。アルボ

ルノスが記録した『功績報告書（Informaciones de méritos y servicios）』3 ［Albornoz  1990[1569; 1570; 1577; 

1584]］が基本史料として研究者の間で読み継がれてきた。タキ・オンコイの取り締まりを契機として植民

地政府は、強制的改宗政策を強力に推し進めることになる。多くの研究者がこれまで、タキ・オンコイを

さまざまなタイプの社会運動、例えば千年王国的運動などとして捉えその特徴に着目してきた［Melgar y 

Carrasco 2007:12-13; Millones 1973b:87; Wachtel 1973:120-121,136; ワシュテル 1984:273,283, 286-291,297-

298; ワースレイ 1981］。 

タキ・オンコイが発生した背景を調査・研究する場合、タキ・オンコイが起きた時期がペルーにおいて

スペイン植民地支配が緒に就いたばかりの時代だったことや、その発生から収束までの期間がきわめて短

かったことが留意されねばならないだろう。研究者は研究対象となる事柄や資料の制約に遭遇することに

なる。いうまでもなく、この事件は第 5 代ペルー副王トレド（Francisco de Toledo. 在位 1569~1581）の「改

革」以前の時期に起きたこと、タキ・オンコイ展開の時代幅が事実上 1564 年から 1570 年までの数年間だ

ったこと、さらには、アルボルノスがこの事件に遭遇したのが 1569 年 9 月頃であったというから、タキ・

オンコイの鎮圧に要した期間はたいへん短い。 

本研究に至った経緯についてここで述べておきたい。 

1545 年に発見されたポトシ銀山（las minas de plata de Potosí）の開発が急ピッチで進められることになっ

たが、その労働力は周囲のエンコミエンダの先住民やインカ時代から開発されてきたポルコ（Porco）銀山

などから到来した先住民に依存した。先住民共同体から徴収された労働者がポトシ銀山の採掘・精錬業務

に従事したわけであるが、その徴収方式はインカ時代からのミタ（mita）制に基づいたものであった。1560

年代になると鉱質が低下し、しかも地表から採掘現場までの距離が長くなったため、鉱石搬出が困難にな

る。そのため、鉱内での事故や災害の頻度が高くなり、また逃亡者が増加し始め、ポトシ近在の先住民労

働力の消耗が激しくなった。先住民共同体ではその影響が出始めていた。またインカ時代から続いてきた

ワイラス（huayras）法による精錬に限界が生じたため、銀の生産にブレーキがかかってきた。そして 1560

年代後半から 1570 年代初めにかけて銀生産がひどく落ち込む事態を招いた。スペイン王権側からみると

この「危機」を救ったのが 1570 年代前半期に行われた副王トレドによる改革、とくに精錬法の変更すな

 
1 ワマンガ地方は現アヤクチョ県と現ワンカベリカ県にほぼ相当する。以下、ワマンガの地方とか地域といった名称

表記を一括して「ワマンガ」と略称する。 
2 「ワロチリ文書」を考察した大平によると、「ワカ」なる語は、「偶像およびその崇拝に関わるもの・場所」という

意味でスペイン人が使用したという。当時スペイン人は、先住民が崇拝するワカの意味を十分に理解できていなかっ

た［大平 2019:27］。 
3 アルボルノスが教会組織内での地位向上をめざして、自らの功績や能力を主張するために 1569 年、1570 年、1577
年、1584 年の 4 回にわたって作成した文書である。自身を三人称扱いで執筆している。 
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わち水銀アマルガム法のポトシへの導入と王権サイドからのミタ制の再編成であった。とくに水銀アマル

ガム法による銀精錬は、ペルーにおいて新大陸唯一の水銀鉱山であるワンカベリカ水銀鉱山（las minas de 

mercurio de Huancavelica）4が 1564 年 1 月から開発されていて、そこの水銀をポトシに運ぶことによって

実現した。その結果出現した「官民混合事業」によってポトシの銀鉱業は未曾有の繁栄に転じ、莫大な富

を生み出して、ヨーロッパにおける資本蓄積に関与するまでになった。1580 年ごろには国際商業都市ポト

シが誕生する。世の富を示すのに「ポトシほどの価値（Vale un Potosí）」というセルバンテス（1547−1616）

の言葉が当てはまるようになった。 

しかしながら、水銀アマルガム法の導入とミタ制を二大柱とするポトシ繁栄の背後には、先住民の生存

環境を損なう大変な問題が出現していたのである。すなわち水銀汚染の蔓延である。そしてこの水銀汚染

はミタ制とも連動していた。 

筆者がポトシ銀山研究を始めたのは 1978 年 4 月であった。水銀アマルガム法に注目して以来、水俣病

をはじめとする日本の水銀公害のことが頭に浮かび、ワンカベリカ水銀鉱山における水銀汚染問題を調査

したいと思い続けてきた。それは 2006 年に実現した［真鍋 2006］。2013 年頃、偶然にタキ・オンコイを

調査する機会が与えられ、その研究を開始した。一方で、2014 年 7 月に伊勢市で開かれた国際学会で拙稿

［真鍋 2006］内容をスペイン語で発表したところ、出席されていたルイス・ミリョネス（サン・マルコス

大学）教授から貴重な助言を受けた。それはタキ・オンコイ参加者が身体に辰砂（cinabrio）を塗っていた

というものである。このことが契機となって、タキ・オンコイの発生を水銀汚染の角度から捉えるという

視点に着目した。 

タキ・オンコイの発生原因を水銀汚染と結びつける研究の意義は、ラテンアメリカ植民地時代史研究に

おいて大変重要な意味を持つように思われる。2010 年代になって、植民地時代ペルーの二大鉱山であるワ

ンカベリカ水銀鉱山とポトシ銀山における環境問題を告発したロビンズの研究書［Robins 2011; Robins 

2017］がたてつづけに刊行されており、サンタ・マリアの研究［Santa María 2016; Santa María 2017］と合

わせて、国際的にこの水銀汚染問題研究の重要性が高まりをみせてきているからである。今後、ペルーの

みならず植民地時代に重要な鉱山のあったメキシコのサカテカスやグアナフアト、ブラジルのミナス・ジ

ェライス、スペインのアルマデンやスロベニアのイドリアなどの地域での水銀汚染問題研究や、日本の石

見銀山や佐渡の金銀山研究等5にも広がっていくことが予測される重要なテーマである。またひいては現

代世界の水銀汚染問題解明への架橋の一部となる可能性が考えられる。 

本稿では、まずタキ・オンコイが生じた時期の俗権と教権の概要・状況を示した上で、タキ・オンコイ

の概要を述べる。そしてタキ・オンコイ発生の社会的背景として、ワマンガの諸鉱山、とりわけワンカベ

リカ水銀鉱山に由来する水銀汚染問題との関連性を歴史的観点から明らかにする6。水銀鉱山開発により

悪化の一途を辿った先住民社会の状況を確認し、タキ・オンコイの鎮圧と 10 分の 1 税徴収の関連性を考

察した上で、ワマンガにおける土着宗教の弾圧と強制的キリスト教化の深層を指摘したい。 

 

Ⅱ 16 世紀ペルーにおける俗権と教権 

 

 16 世紀ペルーでは「世俗権力」（以下、「俗権」と略称）と「教会権力」（以下、「教権」と略称）か

らなるスペイン植民地支配体制が形成されていく。「俗権」レベルでは 1542 年にペルー副王領が誕生す

る。首府は、1535 年に建設されていたリマ市である。続いて翌 1543 年にはリマのアウディエンシア（Real 

 
4 ワンカベリカ水銀鉱山は、「サンタ・バルバラ水銀鉱山」とも呼ばれた。 
5 筆者は、島根県教育庁文化財課世界遺産室・石見銀山世界遺産センターが主催する「海外鉱山比較検討会」のメンバ

ーに就任して活動している。2019 年 9 月 4、5 日には新潟県佐渡市で開催された「佐渡金銀山と海外の歴史的鉱山と

の比較」セッションにおいてポトシ銀山やワンカベリカ水銀鉱山のケースについて意見を述べた。 
6 本稿は、サンタ・マリア論文において展開されているような公衆衛生学・人類学的見地からタキ・オンコイと水銀汚

染との関係を説明するものではないことをあらかじめお断りしておく。 
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Audiencua de Lima）7が設置された。次に「教権」レベルについてみていくが、ここで問題提起をひとつし

ておきたい。ペルーにおける「教権」の命題つまり聖職者によるキリスト教布教（evangelización）は先住

民の精神的征服（conquista espiritual）が目的であった［Perez 1991:233］と言われるが、もしそうであるな

ら、この「先住民の精神的征服」の目的とは具体的にはいったい何を指すのであろうか。 

以下では、タキ・ オンコイの考察にあたり、まず教権の関連部分からみていく。ペルーにおいて最初に

創設された教会管区（la Provincia Eclesiástica）はクスコ司教区（Diócesis u Obispado de Cuzco）（1537 年創

設）であった。これに続いて 1541 年にはリマ司教区（Diócesis u Obispado de Lima）が、1552 年にはラ・

プラタ（チャルカス）司教区（Diócesis u Obispado de La Plata [Charcas]）8が創設された。布教活動は各派修

道会宣教師（レグラール[regular]）ならびにカトリック教会直属の教会組織に所属する聖職者（セクラール

[secular]）によって行われることになった。クスコ司教区の場合、先住民への布教が事実上開始されるのは

1550 年代後半期からである9。 

ところで、セクラールの部門であるが、司教区が設置され、大聖堂が設立されると同時にその司教座聖

堂参事会（Cabildo Eclesiástico）なるものが創設された。これは永続的な常設の審議会であり、司教に仕え

る義務のある聖職者集団の機構であった［Pérez 1991: 206］。1550 年代はインカの末裔によるビルカバンバ

を拠点とする「ネオ・インカ（Neo-Inca de Vilcabamba. 1533-1572 年）10」の存続により、インカ王のもと

にいた先住民の反スペインの抵抗運動（1537〜72 年）が継続中であった11［真鍋 2004:322-324］。時代は

やがて第 3 代ペルー副王アンドレス・ウルタド・デ・メンドーサ、カニェーテ侯（Andrés Hurtado de Mendoza, 

marqués de Cañete. 在位 1556-1560）の統治期にはいり、ペルーにおけるスペイン植民地支配が事実上始ま

る。その根拠は、ポトシ銀山の銀「5 分の 1 税（quinto real）」の徴収記録がはじまったのが 1556 年からで

あることにもとづく。1565 年以降コレヒミエント（corregimiento）12が植民地ペルーに公式に導入されは

じめる［真鍋 2004:318］。スペイン人聖職者はケチュア語やアイマラ語といった先住民語を自ら習得し、

これを使用して先住民にたいしてキリスト教の布教（evangelización）を行うのであった。以下では、クス

コに誕生した司教座聖堂参事会に注目する。 

そして農牧畜産物の 10 パーセントをスペイン人（あるいはクリオーリョを含む白人）事業主が教会に

納めることとされた「教会 10 分の 1 税（los diezmos、[以下、「10 分の 1 税」と略称]）［OCEANO 2000:542］

の不払い問題とアルボルノスの登場、ビルカバンバのネオ・インカに言及する。 

1537 年にクスコ司教区が設立されると同時にその司教座聖堂参事会（以下、「クスコ司教座聖堂参事

会」と略称〕が創設された。これはクスコ司教区の権益を守るための永続的な常設の審議会であり、複数

の司教座聖堂参事会員（canónigos）によって構成される機関であった。司教座聖堂参事会員はさまざまな

特権をもっていた。とくに重要だったのが 10 分の 1 税［真鍋 2004:329］を主とする司教区収入の徴収・

 
7 王立聴訴院。スペイン領植民地の司法行政機関。1 名の議長（presidente）と数名のオイドール（oidores. 聴訴官）か

らなる 
8 リマ司教区は 1546 年には大司教区（Arzobispado de Lima）に、ラ・プラタ司教区は 1609 年には大司教区（Arzobispado 
de La Plata o Charcas）にそれぞれ昇格された。 
9 クスコ司教区の初代司教はドミニコ会士のビセンテ・バルベルデ（fr. Vicente Valverde. 在位 1537-1542）。第 2 代司

教はフアン・ソラノ（fr. Juan Solano. [1563 年 1 月 1 日にソラノは辞職]）。第 3 代司教はセバスティアン・デ・ラルタ

ウン（Sebastián de Lartaún. 在位 1573-1583）であった。1563 年から 1573 年にかけての 11 年間、クスコ司教は欠員状

態にあった。タキ・オンコイが発生したのはクスコ司教欠員のこの時期である。この期間、（後述のように）クスコ司

教座聖堂参事会員が司教代理を務めた［Mena 1981:36-37, 40, 42, 45, 77］。その他、16 世紀ペルーにおける教権の成立

については真鍋［2004:328-330］参照。 
10 「ネオ・インカ」の定義は、マンコ・インカ（Manco Inca. 在位 1533-44）からトゥパック・アマル（Túpac Amaru. 
在位 1571-72）に至る新インカ王もしくは、ビルカバンバに拠点を設けた先住民反乱者の領域を指す意味とする。 
11 スペイン人によるクスコ占領の後、インカ王のあとがまにすえられたマンコ・インカは、クスコのスペイン人に対

して反乱を起こす。1536 年 3 月から 1537 年 4 月までのクスコの包囲を行った。その後、ウルバンバ川近辺のオリャ

ンタイタンボ（Ollantaytambo）砦に退却し、最終的にビルカバンバ（Vilcabamba）に撤退しそこに拠点を設けた。1544
年、マンコ・インカはスペイン人によって殺された。その後を継いだのが長男のサイリ・トゥパック（Sayri Túpac. 在
位 1544-60）である ［増田 1977:358-361；ワシュテル 1984:273-281］。 
12 コレヒミエントは地方行政官であるコレヒドールによって支配・管理された。 
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配分を執り行ったことである。また司教が死亡したときとか不在となった際には司教の代理を務めた。司

教区に属する司祭の収入（capellanías）の運営者でもあった。彼らは定期収入として、集められた 10 分の

1 税のうちの 4 分の 1 という莫大な聖職禄を享受した。また「教会巡察使（visitador eclesiástico）」として

司教区内の地方を視察した場合は臨時収入が入ったから、彼らは自分たちを教会巡察使に指名してもらお

うとクスコ聖堂参事会に懇願するのが常であった［Pérez 1991:206-207］。 

クスコ司教区は 1537 年の設立当時、現在のコロンビアに相当するヌエバ・グラナダからチリにまでお

よぶ広大な領域を含んでいた。後になって、リマ、リオ・デ・ラ・プラタ、サンティアゴ・デ・チレ、ポ

パヤン、キト、チャルカスの司教区がクスコ司教区から分かれて設立されると、クスコ司教区の管轄区域

は当然ながら縮小した。しかしクスコ司教区の管轄区域はクスコ、ワマンガ、ラ・パス、アレキパなどペ

ルー副王領の主要な地域を含み、収入の点では南米大陸において最も豊かな司教区のひとつであることに

かわりはなかった。 

クスコ司教区にとって重要な収入源は疑いもなく 10 分の 1 税であった。しかし 10 分の 1 税の徴収は歴

代の司教にとって頭痛の種であった。初代司教ビセンテ・デ・バルベルデ（fr. Vicente de Valverde. 在位 1537-

1542）やその継承者であるフアン・ソラノ（fr. Juan Solano. 在位 1544-62）は、このことでクスコ、ワマン

ガ、アレキパのエンコメンデーロ（encomendero）13たちと争い続けた。というのも、エンコメンデーロは

常に 10 分の 1 税の支払いを拒んでいたからである。この税金を彼らに支払わせる方策が当時は欠如して

いた。クスコ聖堂参事会は、エンコメンデーロが実質上先住民から徴収していた 10 分の 1 税を教会に支

払うよう要求した。ソラノ司教は 1551 年 2 月 8 日付けの国王宛書簡において、クスコ司教区内のエンコ

メンデーロが 10 分の 1 税を支払わないため訴訟を起こす方針であると述べている［Pérez 1991:207-208］。

翌 1552 年にクスコ聖堂参事会は、本件について国王に請願書を提出するとともに、リマのアウディエン

シアに提訴した。裁判は 10 年以上にわたって続けられた。1564 年になってようやく判決が下った。クス

コ聖堂参事会側の勝訴であった。 

しかしそれにもかかわらず、エンコメンデーロは以後も 10 分の 1 税の支払いを拒んだ14。ペルーではエ

ンコメンデーロと植民地政府（王権）間の対立が根本的に存在しており、1560 年代に入ると「エンコミエ

ンダの永続性（世襲制）（perpetuidad de encomiendas）」をめぐって争議が起きる。王権は、エンコミエンダ

制に代わってコレヒドール制の導入による新たな体制づくりを目論んでいた。1561 年 3 月 24 日付けで、

第 4 代ペルー副王ニエバ伯（Diego López de Zúñiga y Velasco, Conde de Nieva. 在位 1561-64）統治下の植民

地政府は、各地方の市参事会・カビルド（cabildo）［真鍋 2004:327］に書簡を送り、「永続性」について審

議するよう公式に通達した。それは聖職者や先住民共同体首長・クラカ（curaca.）も巻き込んで一大騒動

に発展する。「永続性」に反対する考えが優勢となるや、1563 年にはこれに反発して、クスコにおいてエ

ンコメンデーロの蜂起が起きた。結局、ペルーにおいてコレヒドール制が導入され始めたのは 1565 年 4

月以降のことであった。当時はロペ・ガルシア・デ・カストロ（Lope García de Castro, Cuarto Gobernador. 在

位 1564-69）の統治期にあたる15［Gabai 1990:384-387; Millones 1990: 21］。そしてワマンガにも「地方」が

 
13 エンコミエンダの主。エンコミエンダ（encomienda）制とは、新大陸征服過程でスペイン王権が征服者に一定数の

先住民の支配・管理を委託し、先住民のキリスト教教化を義務づける代わりに徴税権と労役権を与えた制度。エンコ

メンデーロからみると、支配下の先住民にキリスト教を布教し先住民を保護しなければならなかった（義務）。そし

てその見返りとして先住民から貢納（tributo）や労役（mita）を受けとる権利をスペイン王権から得た。エンコメンデ

ーロは本質的に「事業主」「経営者」であった。聖職者がエンコメンデーロを兼ねるケースも珍しいことではなかっ

た。例えば、ドミニコ会士で、1532 年 11 月のカハマルカにおいてアタワルパ王と会見し、その後、初代クスコ司教に

就任したバルベルデ神父、リマ司教・大司教ロアイサ師 (fr. Jerónimo de Loaysa, Primer Obispo-Arzobispo de Lima. 在位 
1541-1575) もまたエンコメンデーロであった［真鍋 2004:302,312,329］。 
14 リマのアウディエンシアへクスコ聖堂参事会の代理人として出席した聖堂参事会員はバルタサル・デ・ロアイサ

（Baltasar de Loayza）であった［Pérez 1991:208］。 
15 ニエバ伯は 1564 年 2 月 19 日に死去。ガルシア・デ・カストロがペルーに到着したのは 1564 年 10 月 25 日であっ

た。 
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設けられ、コレヒドールが登場する16。 

1568 年にクスコ聖堂参事会は、「ワマンガの先住民がエンコメンデーロに支払った 10 分の 1 税を速や

かに徴収せよ」との最終的な判決（ejecutoria）をリマのアウディエンシアから受け取った［Pérez 1991:209］。

同年 10 月、この判決を実行に移す任務にあたる人物をワマンガに派遣する旨が決定され、そこで選ばれ

たのがクリストバル・デ・アルボルノスであった。彼は 1567 年初頭にヌエバ・グラナダからピウラを経

由してクスコに到着しており、1568 年にはアレキパ地方を巡察した後17、翌 1569 年、ワマンガの巡察に

出向く。彼はクスコ異端審問所委員（comisario de Santo Oficio）でもあった。それから数年間にわたり、パ

リナコチャスとアンダワイラス（Andahuaylas）両地域を中心に任務に就くのであったが、そのとき遭遇し

たのがタキ・オンコイであった。アルボルノスは最初から偶像崇拝の撲滅を目指してワマンガに出向いた

のではない。10 分の 1 税の徴収を推進・達成するために現地に出向いたのである。そこで彼が察知したタ

キ・オンコイは偶然の発見の結果であった。タキ・オンコイはこの時点ですでにワマンガの大半のエンコ

ミエンダに拡大していた。1570 年にアルボルノスは副王トレド宛の『功績報告書』をワマンガにおいて記

した。その情報源をパリナコチャスの場合は当地の司祭ルイス・デ・オルベラ（Luis de Olvera）18に、また

チョコルボス（Chocorvos）、ルカナス（Lucanas）、ソラス（Soras）19の場合は、ワンカベリカ水銀鉱山の

発見者であるアマドール・デ・カブレラ（Amador de Cabrera）20らの証人に負った。1564 年という年は重

要である。ルイス・デ・オルベラによるタキ・オンコイ出現の報告年とアマドール・デ・カブラルによる

ワンカベリカ水銀鉱山の採掘登録年が一致するからである［Santa María 2017:66］。『功績報告書』におい

てアルボルノスは「偶像崇拝」の発見を自らの功績と広言していた［Millones 2007:48; Pérez 1991:211; Ramos 

1992:151,155］。1571 年、アルボルノスはワマンガからクスコに戻り、副王トレドに謁見し報告書を手渡

した［Pérez 1991:212-213］。 

クスコ聖堂参事会の利益を侵害したのはエンコメンデーロだけではなかった。ビルカバンバのインカの

もとにあった先住民は、渓谷部や道路を定期的に占拠することによってスペイン人に敵対してきた。ビル

カバンバから放たれた先住民軍が、クスコ地域とワマンガを通過する幹線道である「王の道（Camino 

Real） 21」を繰り返し攻撃した。この幹線道はポトシとリマを結ぶもので、銀をはじめとする商品や物資

の交易路であり、植民地政府当局や王権にとってきわめて重要な存在であった［真鍋 2004:322］。ネオ・

インカの先住民はスペイン人の所持品の一部、とりわけ武器や馬といった軍事用品を戦いで獲得したり取

引を通じて入手した。植民地政府にとって、ワマンガ南東部からクスコ地域北西部にかけての一帯では俗

権、教権ともにその力が大きく弱まっていた。クスコ聖堂参事会にとってビルカバンバ地方の平定は重大

な関心事であった。1566 年 10 月下旬にクスコ聖堂参事会は聖職者ペドロ・デ・ミランダ（Pedro de Miranda）

 
16 ワマンガの場合、エンコミエンダやエンコメンデーロは排除されず存続する。つまりエンコメンデーロとコレヒド

ールは併存する。 
17 アルボルノスの履歴については、Pérez［1991:210-211］参照。 
18 オルベラは 1564 年にタキ・オンコイを最初に目撃した人物である。パリナコチャスの主任司祭はクリストバル・

デ・モリーナ（Cristóbal de Molina）であり、オルベラはモリーナにタキ・オンコイについてまず報告し、モリーナがこ

れを正式に公開したといわれている。 
19 ソラスはルカナス地域に所属しており、ルカナス地域東部に位置した。 
20 ワンカベリカ水銀鉱山は 1563 年にアンガラエスのカシケが、アコリアとワンド（両村はいずれも現ワンカベリカ市

の北方近郊に位置する）のエンコメンデーロであったアマドール・デ・カブレラに辰砂（cinabrio. 硫化第二水銀、赤色

硫化水銀）の大規模な鉱床を教えたことに始まる。1564 年 1 月 1 日、カブレラはワマンガ市長ロペ・デ・バリエント

ス（Lope de Barrientos, alcalde ordinario de la ciudad de San Juan de Guamanga/Huamanga）に対しサンタ・バルバラ（Santa 
Bárbara）水銀鉱山の採掘権の申請を行ったことから、彼は「ワンカベリカ水銀鉱山の発見者」として知られるところ

となった（サンタ・バルバラ水銀鉱山はワンカベリカ水銀鉱山の中心をなす）。デスクブリドール鉱を所有するに至

った［Robins 2011:23; 真鍋 2006:23-24］。アマドール・デ・カブレラはスペインのクエンカ（Cuenca. [現カスティーリ

ャ゠ラ・マンチャ州クエンカ県]）生まれ。後に第 3 代ペルー副王になるカニェーテ侯の従者 （criados）の一人とし

て 1555 年にペルーに渡る。4 年後（1559 年）にはワマンガ市参事会員（regidor del cabildo de Huamanga）となってい

た［Lohmann Villena 1999:24-29; 真鍋 2015:52］。 
21 「銀の道 Camino de Plata」とも呼ばれた。 
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を選出し現地に派遣した。ネオ・インカの王ティトゥ・クシ・ユパンキ（Titu Cusi Yupanqui. 在位 1560-71）

とその配下の人々に公教要理を授けるためであった［Pérez 1991:209-211; ティトゥ・クシ・ユパンギ（述） 

1987 [1570]］。 

ビルカバンバにおけるネオ・インカ王の抵抗を封じ込めようとする俗権レベルでの対策は早くから行わ

れてきた22。ネオ・インカ対策から見えてくるのは、植民地政府当局がネオ・インカの抵抗に悩まされ、

マンコ・インカの殺害後は、「武力鎮圧」によるのではなく「懐柔策」を選択している点である。その理

由はいったい何だったのか。その答えは、第一に、当時の植民地政府にこれを鎮圧するだけの軍事力がな

かったこと、第二に、ポトシ市（やクスコ市）とリマ市を結ぶ交易路（幹線道）が危機に晒さらされたた

め、ともかくその維持・保全を最優先することにあったと考えられる23。 

ここで 10 分の 1 税不払い問題に関して敷衍しておく。エンコメンデーロによる 10 分の 1 税の不払いは

ワマンガに限られたことではなかった。その原因の一つは、植民地支配体制がいまだ確立していない当時

のペルーにおける社会的混乱、すなわち、俗権はもとより教権の脆弱性にあったと判断される。とくにワ

マンガの場合、聖俗両権力脆弱の原因の一つは、スペイン植民地支配に抵抗するネオ・インカと隣り合わ

せの場所に位置しており、ネオ・インカの影響による社会的混乱という要因［Rojas Punciman 2015］を考

慮する必要がある。 

 

Ⅲ 研究史─特に水銀汚染との関連で 

 

2006 年に筆者が「植民地時代ペルーにおけるワンカベリカ水銀鉱山と水銀汚染問題─植民地時代前半

期─」を発表した［真鍋 2006:19-55］。そしてその内容を 2014 年に伊勢市（於：南山大学伊勢海浜センタ

ー）において開催されたアンデス・アマゾン学会第 3 回研究大会においてスペイン語で報告した24［Manabe 

2014］。2015 年には「16 世紀ペルーにおけるタキ・オンコイの政治・社会的背景をめぐる試論」を著し［真

鍋 2015:39-54］、そのスペイン語版［Manabe 2015:92-110］を刊行した。この二つの論考の結論部分では、

踊りと身体の震えの関連性を示唆した上で、次のように指摘した。 

 

タキ・オンコイの解明においては、これまでほとんど指摘されなかったことであるが、「16 世紀

 
22 1548 年頃、リマ・アウディエンシア議長ペドロ・デ・ラ・ガスカ（Pedro de la Gasca. 在位 1547-50）はサイリ・トゥ

パックに使節を送り、スペイン国王への帰順を促した。第 3 代ペルー副王カニェーテ侯のとき、数度にわたる交渉の

末、サイリ・トゥパックとの和解に漕ぎ付いた。しかしながらサイリのあとを継いだ弟のティトゥ・クシはスペイン

人の支配を拒んだ。副王代理ロペ・ガルシア・デ・カストロは新たに使節や布教団を送って、ティトゥ・クシの懐柔を

開始した。先述のビルカバンバへのミランダの派遣はこの流れの一環をなす。その結果、ティトゥ・クシは、1567 年、

スペイン国王に忠誠を誓い、翌 1568 年には洗礼を受け入れた。しかし再度にわたるロペ・ガルシア・デ・カストロの

呼びかけにもかかわらず、ティトゥ・クシはビルカバンバの奥から姿を現すことはなく、和平交渉は行き詰まる。1571
年 5 月にティトゥ・クシは病死する［真鍋 2004:322-323］。 
23 ティトゥ・クシとの和平交渉に臨んだ人に植民地政府役人フアン・デ・マティエンソ（Juan de Matienzo. 1510~1579. 
[チャルカスのアウディエンシアのオイドール（oidor. 聴訴官）]）がいる。マティエンソは法律家にして事業主でもあ

り、植民地政府官僚としてポトシ銀山の運営・管理をはじめ、植民地建設に情熱を注ぐ人であった。1567 年に『ペル

ーの統治（Gobierno del Perú）』を上梓し、自己の政治的見解を表明している［Matienzo 1967[1567]］。マティエンソは

ネオ・インカの脅威を排除しようとした。マティエンソによる対策の動機には、ポトシとリマを結ぶ幹線道の安定・

保全をはかる意図があったものと判断される。ハウハにおいては 1565 年頃ワンカ人（los Huanca）による反乱計画が

発覚し、副王領辺境では敵対的な先住民集団による襲撃が繰り返されていたこともあり、当局は窮地に追いやられて

いた。マティエンソはティトゥ・クシとの交渉によって、1566 年には和平条約の締結にまでこぎつけたものの、しか

し結局、目的を果たすことができなかった。マティエンソの懐柔策は失敗に終わり、また当時深刻になっていた中部

山岳地帯における先住民人口の減少［真鍋 2004:311］に歯止めをかけることもできなかった。マティエンソは、ペル

ー植民地の政治・経済を維持するうえで「コレヒドール」の配置や「ミタ（強制労働）」の必要性を痛感するにとどま

った［Stern 1982a; 増田 1984 :666-667; ワシュテル 1984;281−283］。 
24 この国際学会において、（タキ・ オンコイに関する史料を発掘し世界に紹介した人類学者の）ルイス・ミリョネス

教授より 興味深いコメントをいただいた。それは、タキ・ オンコイに参加していた先住民の多くが身体に辰砂を塗

っていたというものである。  
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ワンカベリカ水銀鉱山と水銀汚染問題」の理解が必要であろう。今後の課題として、水銀鉱山と水

銀汚染問題との関係からタキ・オンコイをめぐる議論を深めることが可能なのではあるまいか［真

鍋 2015:54］。 

En la dilucidación del Taki Onqoy, sin embargo que no ha indicado hasta ahora, se necesitarán el 

entendimiento de las minas de mercurio de Huancavelica y el problema de la contaminación de azogue en el 

siglo XVI. Como las futuras investigaciones, creo que podremos profundisar la discusión de Taki Onqoy por 

una relación con las minas de mercurio y el problema de la contaminación de azogue［Manabe 2015:107］. 

 

タキ・オンコイの原因を水銀と結びつけた最近の研究25についてここで述べておきたい。2016 年にペル

ーの公衆衛生学者・人類学者のサンタ・マリア（Luis Alberto Santa María Juárez）が、「タキ・オンコイ─

16 世紀ペルーにおける水銀中毒症（Taki Onqoy: epidemia de intoxicación por exposición al mercurio en el Perú 

del siglo XVI）」なるテーマで、公衆衛生学の立場からタキ・オンコイと水銀中毒を関連付けた博士論文

［Santa María 2016］を書いてペルー国立フェデリコ・ビリャレアル大学に提出した。また 2017 年には「16

世紀ペルーにおける水銀とタキ・オンコイ（Mercurio y Taki Onqoy en el Perú del siglo XVI）」なるテーマで

人類学の修士論文［Santa María 2017a］を書いてペルー・カトリック大学（PUCP）に提出した。サンタ・

マリアは「タキ・オンコイは水銀中毒や水銀汚染が原因で発生した」との指摘を博士論文と修士論文で行

ったわけであるが、この 2 つの論文には上述の Manabe［2015］ が引用・収録されている［Santa María 

2016:28-32,331; Santa María 2017a:26,234］。よってこれらサンタ・マリアの両論考は Manabe［2015］ に影

響されて書かれたものであることがわかる26。 

「タキ・オンコイは水銀汚染が原因だった」との指摘がペルー国側からも出現したわけであるが、この

点をめぐって、ペルーの内科医・パモ・レイナ（Oscar G. Pamo Reyna）による論評記事 ［Pamo Reyna 2017-

2018］も書かれた。そこでも Manabe［2015］が引用されている［Pamo Reyna 2017-2018:49］。 

タキ・オンコイを、これに参加した人々が水銀中毒（la intoxicación por mercurio/ el azogamiento）に罹っ

ていたという視点から説明する場合、双方の関連を具体的に検証し証明する必要があるが、しかしこのこ

とは容易ではない。サンタ・マリアは日本の熊本県で起きた水俣病や環境汚染問題に触れている［Santa 

María 2016:213,221-224; Santa María 2017a:28,42］が、日本の水俣病の熟知者である原田正純の研究成果を

はじめ日本における水銀汚染問題の研究が考慮されておらず、まことに残念である。また、水銀中毒や水

銀汚染問題をめぐっては、「無機水銀中毒（la intoxicación por mercurio inorgánico）」と「有機（メチル）

水銀中毒（la intoxicación por mercurio orgánico/ metílico）」の相違点を十分に踏まえたうえで考察を進める

必要がある。無機水銀中毒とは、水銀との直接接触によって引き起こされる水銀中毒を指す。有機水銀中毒とは、メ

チル水銀を直接摂取するかもしくは、環境中のメチル水銀を、食物連鎖を介して摂取することによって引き起こされ

る水銀中毒である［原田 2002：32、49-51；原田 1985:191］。言うまでもなく「水俣病は環境汚染に由来し食物

連鎖を通じておこった有機（メチル）水銀中毒」つまり公害である27［熊本学園大学水俣学研究センター・

熊本日日新聞社 2012:51,56-58,60-61,63,68,73］。2006 年の拙稿は、ワンカベリカ水銀鉱山の労働者が被っ

た汚染の分析を無機水銀による汚染の分析にとどめている［真鍋 2006］。水銀中毒症とタキ・オンコイと

の関係を科学的見地から探る場合、症例の分析が欠かせないと思うが、16 世紀という遠い過去のことであ

 
25 これまでタキ・オンコイの研究に従事してきた学者はたくさんいる。 真鍋［2015］や本稿の参考文献リスト覧に名

前を記載した方々がとくに有名である。網野徹哉はガブリエラ・ラモス（ペルーの歴史学者）のタキ・オンコイ研究

を高く評価している［網野 1995:129,144,146］。 
26 サンタ・マリアの研究の概要を知るうえで、その要旨ともいえる簡潔な論考がある［Santa María 2017b］。この記事

においても彼は、アルボルノスと行動を共にしたとされる先住民ワマン・ポーマ（Guamán Poma）の絵図を引用にて

水銀中毒症を患った先住民の様子を伝えようとしている。水銀中毒症そのものの実態を把握するうえでそれらの絵図

の解明が必要となるであろう。 
27 現代のラテンアメリカにおける水銀汚染問題については、［熊本学園大学水俣学研究センター・熊本日日新聞社 
2012:256−274］に述べられている。 
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り、その方法をどこに求めればよいのだろうか。例えば、タキ・オンコイに参加した者の骨や毛髪を収集

して、それを（公衆衛生学や法医学的に）分析しそこに水銀の痕跡があるかどうかを調べるという方法が

考えられるが、その手法は今日において果たして可能なのであろうか。 

 

Ⅳ ワマンガにおけるタキ・オンコイの出現と社会変化 

 

 本章では、まずタキ・オンコイの出現を考察する。次にエンコミエンダが支配的であったワマンガにお

ける先住民の生存環境の悪化についてみていく。その過程で鉱山とりわけワンカベリカ水銀鉱山における

（先住民に対する）強制労働であるミタ（mita）の義務が浮上する。そしてタキ・オンコイがもたらした

先住民のサボタージュの社会的影響について述べる。 

 

Ⅳ-1 タキ・オンコイの出現 

 タキ・オンコイが発生したワマンガは、ワンタ（Huanta）28、アンガラエス（Angaraes）29、チョコルボ

ス（カストロビレイナ[Castrovirreina]を含む）、ビルカスワマン（Vilcashuamán）、ルカナス（ソラスを含

む）、アンダワイラスとパリナコチャス30からなった（地図 1）［Gavai 1990:385; Stern 1982a:xv-xvii］。ワ

マンガに土着宗教を導く者、つまりシャーマン（chamán）、占い師（adivino）、そして呪術師（mago）が

数多く存在していたことは確かである。タキ・オンコイにおいて説教師の多くは土着の祭祀に没入する先

住民共同体の構成員であったと考えられるが、指導者のひとりと目されるフアン・チョクネ（Juan 

Chocne） 31もその例外ではなかったようだ。チョクネはパリナコチャスのクラカにしてシャーマンであっ

たという。彼は超自然的存在と交信する力をもち、ワカ信仰を広めるのに尽力したといわれている。人々

に説教する際には、サンタ・マリア（Santa María）とかサンタ・マリア・マグダレナ（Santa María Magdalena）

と名乗る、土着の神々に仕える 2 人の女性を伴ったという［Melgar y Carrasco 2007:25-26,32,53-54; Millones 

1973a］。 

 タキ・オンコイの様子についてアルボルノスは次のように語っている。 

 

（人々は）円形になって歩きながら踊り震えていた。その踊りでは悪魔や自分たちのワカや偶像

に祈っていた。踊りではイエス・キリスト信仰を強く否定し、背教の姿勢を示していた。キリスト

教徒や司祭からのあらゆる教えを拒否していた……［Albornoz 1990[1584]: 205］。 

 

タキ・オンコイ発見の発端となったのは、1564 年にパリナコチャス教区のスペイン人司祭ルイス・デ・

オルベラが、同教区において先住民を魅了するワカ信仰を察知したことにはじまる。アルボルノスはタキ・

オンコイを次のように描写した。 

 

……その巡察において、司教座聖堂参事会員のクリストバル・デ・アルボルノスは、インディオ

や土着の人々の間でその土地全体にばらまかれた新しいキノコを発見した。それはタキ・オンコイ

と呼ばれる。その根本は一般的にはインディオが信じさせられたもので、王国のすべてのワカがキ

リスト教徒を焼き尽くし葬り去るというものである。ワカは蘇り二つの場所に分散している。つま

りあるワカは王国の二つの本営であるパチャカマの、また他方はティティカカのワカと共にある。

 
28  ビルカバンバのネオ・インカのもとにある先住民反乱軍に対する備えの一環として、1539 年に建設されたワマン

ガ市（現アヤクチョ市）を含む。ワマンガ市の正式名称はサン・フアン・デ・ラ・フロンテーラ・デ・ワマンガ（San 
Juan de la Frontera de Huamanga）である［増田 1977:360］。 
29 1571 年もしくは 1572 年、標高 3680m の高地に建設されることになるワンカベリカ市（ciudad de Huancavelica. 正式

名称は「ビリャ・リカ・デ・オロペサ[Villa Rica de Oropesa]」）を含む。 
30 パリナコチャスにおける教権の浸透については、Melgar y Carrasco［2007:28］を参照。 
31 フアン・チョケ（Juan Choque）との表記もある。 
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そして神・我らの主であるイエス・キリストと戦う準備をしている…土地のスペイン人は敗者とな

り死んでしまうだろう。というのもワカは彼ら全員を殺す目的で病をもたらす……ワカはインカ時

代におけるように石、木、泉の中に存在するのではない。そうではなく、インディオの体の中に入

ってしまった。ワカが体の中にあるため、震えが起きるのである…そして顔を赤色で塗る…インデ

ィオは体に入ったワカや偶像を崇拝する。それらに肉、衣類、銀、トウモロコシなどを供える。ワ

カや偶像は、神・我らの主であるイエス・キリストに対して、また我がキリスト教に対して激しい

嫌悪を表す…本証人は、パリナコチャ地方で 64 年に通知された、王国全体に広がったその誤りと

背教を見て、それが正されんことを理解した。司教座聖堂参事会員のクリストバル・デ・アルボル

ノスは、調査しながら歩いたその場所で、インディオが背教を根気よく続けてきたこと、今も続け

ていること発見した。神・我らの主であるイエス・キリストの礼拝を埋め合わすよう、視察したあ

らゆる場所で命じた。発見された多くのワカや偶像を燃やすよう、神官達を罰するよう命じた

［Albornoz 1990[1577]:177-178］。 

 

キリスト教を否定する説教師たちや予言者たちは、キリスト教によってワカが征服されたために無秩序

が生み出され、流行病が蔓延し、人々が死に見舞われたとした。世界を転換させる必要があることを先住

民に告げ、ワカの再生を説いた。ヨーロッパ風の衣装着用や食品摂取を拒否することなどが申し合わされ、

終末の雰囲気が漂う踊りに拍車がかけられたという［Melgar y Carrasco 2007:54; Millones 1973b:87; Stern 

1982b:52］。 

1565 年にスペイン人メルチョル・パロミーノ（Melchor Palomino）のエンコミエンダ（地図 1：Q）にい

たソラスの人 （々los soras）はほとんどがタキ・オンコイに身を投じていたといわれている。アルボルノス

に同行し、先住民言語も用いて説教にあたった司祭ヘロニモ・マルティン神父（padre Gerónimo Martín, 

clérigo presbítero）の証言によれば、ソラスの一帯では、先住民が 1100 ほどのワカを礼拝していたという。

またアルボルノスは、インカ時代に先住民が礼拝していたワカの数を 6000 以上とし、今も先住民は多く

のワカを崇敬していると述べている［Albornoz 1990[1570]:64-65; Albornoz 1990[1584]:274-278］。 

パリナコチャスの司祭であったルイス・デ・オルベラ神父もしくはその上司で主任司祭のクリストバル・

デ・モリーナ（Cristóbal de Molina. 1529-1585）32がタキ・オンコイ発見の報をクスコやリマ、チャルカスの

教会本部に伝えた。後にアルボルノスによって行われた調査によると、ワマンガにおいてタキ・オンコイ

には数千人が参加していたという。また、アルボルノスの偶像崇拝取り締まり遊説の直後に 8000 人以上

の先住民が有罪になったという［Stern 1982a:51］。 

 

Ⅳ-2 ワマンガ先住民の生存環境の悪化 

 1560 年代のワマンガは、リマ、クスコ、ポトシを結ぶ道路が貫通する商業上の中間地点であると同時

に、ネオ・インカの反乱者が立てこもるビルカバンバに近い辺境の地であった。ネオ・インカが滅亡する

（1572 年）までの時期のワマンガは、ペルー副王領においてとくに開発が遅れた場所であった。当時のワ

マンガは地政学的にはまことに周辺部であった。産業としては小規模な金・銀鉱山の開発かあるいは零細

な農牧畜業が存在する、アンデス高地一般によくみられた風土であった。しかしながらワマンガには新大

陸で唯一無二の水銀鉱山が存在した。後に、ポトシと並んでペルー経済を支えることになった二大重要鉱

山のひとつであるワンカベリカ水銀鉱山である［Salas de Coloma 1998:29; Stern 1982a:4-5］。ワンカベリカ

水銀鉱山はスペインのアルマデン（Almadén）やスロベニアのイドリア（Idria）と共に、世界三大水銀鉱山

の一つとして新大陸はもとよりスペイン本国やヨーロッパにおいてもたいへん有名となる。しかしそれは

後の 1570 年代以降のことである。ワンカベリカ水銀鉱山の発見は 1563 年でありその採掘が始まったのは 

 
32 『インカの神話と儀礼の報告書（Relación de las fábulas y ritos de los Incas）』を著したクロニスタ（年代記作者）［Molina 
1959[1575]］。 
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地図1 16世紀ペルー副王領ワマンガ地方の政治的形成（コレヒミエントとエンコミエンダ） 

［Salas de Coloma［1998:35］およびMillones［1990:20］を基に作成（作図：へんな優）］ 

 

翌 1564 年である。ちょうどタキ・オンコイの出現年と同じ年であった。そしてこの水銀鉱山は、18 世紀

末まで膨大な量の水銀を生産し続けた［真鍋 2019a］。 

タキ・オンコイが発生した頃、ワマンガで暮らしていた先住民の社会的生存環境はどうだったのだろう

か。ますは人口動態からみておく。1560 年 時点におけるワマンガの先住民人口（27 万 8724 人）は、1530 

年時のそれ（44 万 5726 人）に比べて 63 %に減少していた［Millones 2007:27］。主要原因はスペイン人の
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征服ならびに流行病の発生に伴う先住民人口の減少［Cook 1999:346］である。しかしこの減少状況は、ワ

マンガにのみ特有のものではない［Pérez 1991:58］。 

 当時のワマンガを特徴づけていたものにエンコミエンダ制の浸透がある。ルイス・ミリョネスは、1565 

年のワマンガには 23 のエンコミエンダがあったとし［Millones 1990:20］、またサラス・デ・コロマは 29 

のエンコミエンダの所在を特定している（地図 1 参照）。当時、ペルー副王領全体のエンコミエンダの数

は 274 であったから、それはペルー全体の約 8.4 %から 10.6％にあたり、エンコミエンダ数は比較的多

いほうであった。各エンコミエンダが擁した先住民の労働者人口すなわち 18 歳から 50 歳までの成年男子

人口 (tributarios) についてみると、ペルー副王領の平均が 1 エンコミエンダにつき 500 人以下あったのに

比べ、ワマンガの場合、36.6 %のエンコミエンダがこれを上回り、1 エンコミエンダ当り「500 人以上 1000

人未満」であったという33。エンコメンデーロが本質的に事業主であり経営者であるというのはワマンガ

の場合も例外ではなかった。事業主としてその業種は農牧畜業、手工業、鉱業、輸送・商業等であったが、

業種を問わずエンコメンデーロにとっては、支配下にいた先住民の労働力が頼みの綱であった。エンコメ

ンデーロは地理的・地域的特性に応じて配下の先住民労働力を各業種に投入した。ワマンガの場合、とく

に鉱業に触手を伸ばすエンコメンデーロが圧倒的に多かった。例えば、ワマンガ市長（alcalde ordinario）

のアントニオ・デ・オレー（Antonio de Oré）の場合を見ると、彼はビルカスワマンのアナン・チルケス

（Hanan Chilques）のエンコメンデーロ（地図 1: K）であり、ルカナスのチュンビーリャ銀鉱山（las minas 

de plata de Chumbilla）を経営していた。また後には、ワンカベリカ水銀鉱山の経営に着手している［Salas 

de Coloma 1998:44］。エンコメンデーロたちは、1539 年にワマンガ市建設の主体となり、また 1540 年 4 

月におけるワマンガ市参事会（Cabildo de Huamanga. 以下、「市参事会」と略称）形成の主役ともなった。

市参事会員（regidor）の要職を彼らは独占し、市参事会を牛耳った。 

 16 世紀ワマンガではワンタ、ビルカスワマン、アンガラエス、ルカナス、カストロビレイナという 5 つ

のコレヒミエント（corregimiento. 地方行政区）が誕生していた34。これらのうち、ルカナスやソラスでは

とくにキリスト教布教が停滞気味であった。布教に従事する聖職者の数が比較的少なかったのもその一因

であろう35。さらに当時のワマンガでは教区司祭（doctrineros）や修道会士なで聖職者の多くは事業主であ

り、先住民への布教に熱が入らなかったためである。彼らは鉱業を筆頭に農牧畜業、輸送業、商業に身を

投じ聖職者らしからぬ暮らしぶりだった。教会や修道院を隠れ蓑に先住民に無償労働奉仕を強いた［Stern 

1982a:46; Millones 2007:25-26］。司祭による先住民の虐待という事件も起きていた［Melgar y Carrasco 

2007:58］。教権内部の対立も発生していた。例えば、パリナコチャスにおいては在俗司祭と修道会（ドミ

ニコ会）との関係がうまくいっていなかった36。 

 ワマンガにおける先住民の生存環境が 1560 年頃から急激に悪化したのは、鉱山における労働強制が原

因であった。というのも、タキ・オンコイ発生当時のワマンガは鉱山開発ブームの渦中にあり、先住民に

課せられた鉱山労働の厳しさは筆舌に尽きた。エンコメンデーロや聖職者の命令によって、1560 年以降、

先住民がワマンガ市近郊のアトゥンスーリャ銀鉱山（el cerro de las minas de Hatunsulla o Atunsulla）、ワン

 
33 事業主としてのエンコメンデーロの収入源としては、鉱山業以外では農牧畜業があった。配下の先住民労働力を自

己の大農園（hacienda）や牧畜用地（estancia）に投入することで、食糧品、毛織物、コカ、獣脂（ろうそくの原料）等

を入手し、それをリマやクスコ市、ポトシの大市場に提供した。また織物工場の経営や輸送業、幹線道沿いにある宿

泊施設の運営にも手を染めた［Stern 1982a:36-37］。 
34 1609 年にワマンガ司教区（Obispado de Huamanga）がクスコ司教区から分離し誕生したのと同時に、コレヒミエン

トの数は増え─先述の5地方にワンカベリカ （ワンカベリカ地域にコレヒミエントが設置されかけたことがあったけ

れども、正式にコレヒミエントが設置されたのは1601年のアンガラエス地方の誕生による [真鍋 2006:30]）、パリナ

コチャス、カンガリョ・イ・アンダワイラス（Cangallo y Andahuaylas）の 3地方が加わった。この８地方は固定化され、

18世紀まで変わらずに維持された。17世紀初頭以降になると、ワマンガのエンコメンデーロ勢力は弱まっていくが、

16世紀段階においては彼らの力は絶大であった［Salas de Coloma 1998:36,41,44］。  
35 ワマンガの先住民語としてはケチュア、アイマラの両言語が使われていた［Millones 2007:50］。 
36 パリナコチャスでは、1568 年にサン・クリストバル・デ・パウサ修道院（Convento de San Cristóbal de Pauza）が建設

され、ドミニコ会もまた先住民の布教にあたっていた［Pérez 1991:226-227; 網野 1995:150］。 
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カベリカ水銀鉱山、ルカナスの鉱山であるチュンビーリャ銀鉱山やグアリャリパ金鉱山（la mina de oro de 

Guallaripa）で働かされはじめたときから、彼らの生存環境は一気に悪化しはじめた37［Stern 1982a:37,47; 

Santa María, 2017:64,164］。すなわち、ミタと称された鉱山での強制労働が原因だったのである38［Melgar 

y Carrasco 2007:56-57; Millones 2007:27］。とくにルカナスやソラスの人々は地元の鉱山はもとより、ワマ

ンガからはるか南方アルトペルーに位置するポトシ銀山におけるミタ労働を強いられもしたという［真鍋 

1995:16］。 

 ワマンガのこれらの鉱山の中で先住民労働者の労働環境がとくに劣悪だったのが、1563 年 11 月に発見

され 1564 年から本格的に開発がはじまったワンカベリカ水銀鉱山であった［Bargalló 1969:164; Robins 

2017:60-61］。銀や金など貴金属の精錬に必要な水銀を生産するために、ワンカベリカ鉱山で働く労働者

はとくに危険な状態におかれた。この時期における水銀の主な供給先は、現在のメキシコにほぼ相当する

ヌエバ・エスパーニャ（Nueva España）の銀鉱山であった。 

 ポトシ銀山への水銀供給が始まるのは 1572 年のことである［Bargalló 1969:165］が、意外なことに、ア

トゥンスーリャ銀鉱山では水銀による銀の精錬がすでに行われていたという指摘がサンタ・マリアによっ

て行われている。その理由は、1557 年にエンリケ・ガルセス（Enrique Garcés）によってアトゥンスーリャ

銀鉱山の近くに位置していたとされるパラス水銀鉱山（las minas de mercurio en Paras39）がすでに発見され

ており、そこからの水銀が 1560 年以降、アトゥンスーリャ銀山の銀鉱石に適用されて銀の精錬が始まっ

ていたというのである［Santa María 2016:151; Santa María 2017:63-65,73-75］40。 

 当時は労働環境の保全とか労働者の人権が問題とされることはほとんどなかった。ワンカベリカ水銀鉱

山はやがて「死の鉱山（la mina de la muerte）」とか「先住民の墓場（el sepulcro de indios）」といった悪評

を招く。鉱山労働者の多くが水銀中毒症を煩い、ことごとく死亡したからである41。そしてこの鉱山のミ

 
37 16 世紀ペルーにおいてスペイン人によって発見された最初の金・銀鉱山は、1537 年にルカナスとパリナコチャスで

発見された鉱山であるとサンタ・マリアは述べている［Santa María 2017:64］。 
38 貢納とミタは連動していた。先住民が鉱山ミタあるいは鉱山労働に従わざるをえなかった動機の一つは貢納を稼ぐ

必要があったことである［Eguren 2005:44］。 
39 筆者にはパラス水銀鉱山の所在地とかその実態を把握できていない［Santa María 2016:84,88,142; Santa María 2017: 
aparición en muchas páginas］。 
40 ワマンガにおける水銀鉱床の一部は先スペイン期から採掘されていた。辰砂を得るためであった。辰砂は，戦士の

身体に塗られたり、またインカ王妃をはじめとする高貴な女性のための顔料・化粧品（pigmento de cinabrio [bermellón])
として、また性病の治療薬として使用されたようである。植民地時代になるとポルトガル人エンリケ・ガルセスは、

リマにおいて朱（赤色顔料）を売る女性たちを早くから目撃していた。その朱とは、辰砂から取り出されたものでリ

ンピ（llimpi）と呼ばれた。それはワマンガのトマク（Tomac）、グアコヤ（Guacoya）から運ばれてきたものであるこ

とを彼は察知した（彼は後にトマクに出向き水銀の精錬を果たした）。ガルセスはアルマデン（Almadén. スペインの

有名な水銀鉱山）に行ったことがあり、水銀情報をもっていたからそれを理解できたのである。1550 年代末、ガルセ

スは第 3 代ペルー副王カニェーテ侯の命をうけて 1558 年にヌエバ・エスパーニャを訪問し、そこで水銀アマルガム法

を数か月間学んだといわれている［Robins 2011:21-24］。ワマンガにおいてガルセスはパラス産の水銀を使って〔1560
年から 1562 年にかけて、ペドロ・デ・コントレラス（Pedro de Contreras）と共に〕既に銀の精錬に成功していた、と

サンタ・マリアは述べている［Santa María 2016:145-148,151-152］。 
41 ワンカベリカ水銀鉱山における労働者の日常的な死は鉱山の発見直後から起きた。だがペルー植民地社会において

それが問題視されるようになったのは、1600 年 5 月以降のことであった。当時の副王ルイス・デ・ベラスコ（Luis de 
Velasco, Marqués de Salinas, IX Virrey. 在位 1596-1604）のスペイン国王宛書簡によってである。ワンカベリカが病気と

死の場所であること、それはゆゆしい良心の問題であり政治的な問題であるとベラスコは告発した［Sala Catala 
1987:193-194］。ワンカベリカの先住民保護官ダミアン・デ・ヘリア（Damián de Jeria, Protector de los Naturales de 
Huancavelica）は、「そもそも先住民がいなければ、水銀も銀もそしてペルーも存在しなかっただろう」（“pues sin ellos 
ni habrá azogue ni plata…ni Perú.”）と述べた（1604 年 1 月 10 日付け）［Robins 2017:36］。また彼は同年 3 月 1 日に報告

書を提出し、「副王（ルイス・デ・ベラスコ）が、鉱山業者との契約を更新する前にそれに耳を傾けてくれるよう……
細心の注意を払うよう」期待した。ダミアン・デ・ヘリアはワンカベリカの病気をはじめて描写した人となった。「…
水銀の病…鉱石は坑内で働く先住民に咳や激しい病気をもたらす疑いがある。それはワンカベリカの病気（enfermedad 
de Guancabélica/Huancabélica）と呼ばれるものである」と彼は指摘した［Sala Catala 1987:195］。ワンカベリカ水銀鉱山

におけるミタや先住民労働者の労働の実態については、真鍋［2006:32-43］や Lohmann Villena［1999:97-105］を参照。

水銀中毒の蔓延によって人的資源が著しく枯渇し、ミタ労働者を提供していた先住民村の中には廃村となるケースも

出てきた。さらに、先住民以外にも被害者は出ていた。例えば、水銀のパイオニアであった先述のエンリケ・ガルセ
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タの徴集対象地域が、まさにワマンガの全地域であったことに注目したい。すなわち、アンガラエス、ワ

ンタ、チョコルボス（カストロビレイナ）、ビルカスワマン、ルカナス、アンダワイラス、パリナコチャ

スから先住民が強制的に徴集されていた［真鍋 2006:22-23,30-31; 真鍋 2010:104; Golte 1980:76］42。タキ・

オンコイによってスペイン人の支配が滞るとともに、特にビルカスワマン、パリナコチャス、ソラスにお

いては先住民による武装蜂起への動きすらあったともいわれている［Millones 2007:50］。 

 タキ・オンコイに加わった先住民は労働意欲をなくし現実世界から離脱していった。先住民のサボター

ジュ（労働の忌避）を生み出したことで、社会的混乱が深まった。このことは事業主（エンコメンデーロ）

にとって死活問題となった。 

 1560 年代後半期のワマンガの場合、スペイン植民支配体制はまだ緒に就いたばかりであった。事業主側

からみると植民地支配体制の縛りはまだ弱く社会は混沌の極みにあった。 

 

Ⅴ タキ・オンコイの鎮圧: 10 分の 1 税の確保と強制的改宗の推進 

 

 本章では、タキ・オンコイの鎮圧すなわち土着宗教の取り締り・強制的改宗についてみていく。それは

教会巡察使アルボルノスの先導によって着手される。ワマンガ市参事会が直面した事態とアルボルノスと

の関係性を考察する。次に聖俗両権力による強制的改宗の推進についてみていく。 

 

Ⅴ-1 ワマンガ市参事会が直面した事態とアルボルノス 

先述したように、アルボルノスがワマンガに派遣された理由は、同地域のエンコメンデーロに 10 分の

1 税を支払わせるよう図るためであった。しかし現地入りしたアルボルノスがそこで察知したものは、深

刻な事態を迎えていたタキ・オンコイであった。エンコメンデーロに 10 分の 1 税を支払わせるどころで

はなかった。それよりも、タキ・オンコイの鎮圧すなわち土着宗教の取り締まり・強制的改宗の推進が先

決問題であった。そこで本来の目的は置き去りにされてしまう。その証拠に、聖堂参事会員エステバン・

ビリャロン（Esteban Villalón）の証言によれば、1570 年 11 月時点で、ワマンガのエンコメンデーロが 10

分の 1 税を支払うことの合意にはまだ至っていなかった。10 分の 1 税の徴収は二次的な問題に変わって

しまった感がある［Pérez 1991:232］。こうした背景にはいったい何があったのだろうか。 

巡察の期間、アルボルノスは市参事会の協力と支援を得ていた。市参事会員の大半が鉱山業の担い手で

もあるエンコメンデーロであり、市参事会は鉱山業の担い手の利益を代弁したからである。1560 年代の

後半、ワマンガでは小規模な金・銀鉱山のほか、とりわけワンカベリカ水銀鉱山の開発がすでにはじまっ

ていたが、鉱山業者は、先住民労働力が急激に不足するという事態に陥った［Pérez 1991:227; Albornoz 

1990[1584]:278; Henson 2002:49; Cook 1999:346］。その主因は、タキ・ オンコイに参加した先住民のサボ

タージュによるものであった。 

タキ・ オンコイに参加した先住民には典型的な水銀中毒症の症状が現れていたとサンタ・マリアは述

べる43。だとすれば、労働意欲が減退して当然である。 

1560 年代末、市参事会員の間では危機意識が強まった。先住民の労働力が得られなくなる懸念が市参事

会のメンバーにとって最も重要な心配事になった。そうした中で、1569 年 9 月 12 日、ルカナス・アンダ

マルカス（Lucanas Andamarcas）の先住民の多くが鉱山で働くことを完全に拒絶した。すなわち先住民が

真っ向から鉱山ミタを拒否するという事態が起きたのである。市参事会はこの事態を放置すべきではない

 
スは水銀中毒に罹りそのせいで歯を失っていたという［Santa María 2016:148,153-154,300,302］。 
42 タキ・オンコイが拡大した地域がワンカベリカ水銀鉱山のミタの影響を被った地域と一致するとの指摘は、ルイス・

ミリョネスらも行っている［Millones 1990:16; Contreras 1982:94］。 
43 「身体の震え、神経過敏症、記憶喪失、自制喪失、怒りっぽさ、激高しやすさ、自信喪失、ひどい眠気・気だるさ、

意気消沈、歯肉炎、振顫譫妄（しんせんせんもう）つまり中毒による手足の震え・幻覚などを伴う症状、自殺志願、憂

鬱、気を滅入らせる精神病など……水銀中毒症に罹ると手当のしようがなかった……基本的に脳や腎臓、呼吸器官、

神経がやられた。消化器が麻痺し発汗が際だった。食欲不振、体重の低下が進行した」［Santa María 2016:144-145］。 
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との決定を下す。鉱山ミタを拒否する先住民の抵抗を打破すべしというのが、ワマンガ市在住のコレヒド

ール兼司直（justicia mayor）アントニオ・デ・オスナヨ（Antonio de Hoznayo）と、先住民労働力を鉱山に

配分する職責を担っていた判事のロデリゴ・トーレス・ナアロ（Rodrigo Torres Naharro）の方針であった。 

1569 年 9 月 27 日に召集された市参事会では、タキ・ オンコイの鎮圧に向けてアルボルノスへの協力

が市参事会員に訴えられた。市参事会の 2 名の市長のうち、もうひとりの市長でありルカス・アンダマル

カスのエンコメンデーロであったフアン・ベラスケス・ベラ・ヌーニェス（Juan Velázquez Vela Núñez）（地

図 1: R）を代表者に選出し、教会巡察使アルボルノスに協力して事態の打開をはかることにした［Pérez 

1991:227; Albornoz 1990[1570]:59-60,93,163］。その日の集まりの記録には次のようにある。 

 

本カビルドでは前述の人々が、インディオの間でわが聖なるキリスト教に対抗してたいへん迷惑

で有害な多くのことが公然と見いだされるため、教会巡察使が、当市の規律や管轄権によってそれ

らに対して処置を講ずるよう言った。その仕事により、その原因を知り理解することが肝要である。

有害な出来事が一掃され、流され、改められ、罰せられるようその原因を知り理解することが求め

られる。市長フアン・ベラスケス・ベラ・ヌーニェスがかの巡察使に同行して……巡察使にはあら

ゆる恩恵と援助を与える。前述の害悪が浄化され、改められ、神、イエス・キリストへの奉仕が情

熱をもってなされるよう。またそのような被害の原因が根本的に理解されるように…44 

 

 土着宗教の断絶に向けての施政としてカビルド（市参事会）は所管の先住民の断固たる統率と支配を決

議した。この決議に際しては、アンガラエスのエンコメンデーロ・ワンカベリカ水銀鉱山の鉱山主・市参

事会員であったアマドール・デ・カブレラ（地図 1: B2）を筆頭に、市長アントニオ・デ・オレーをはじ

め、アンガラエス（地図 1: C）のエンコメンデーロであったディエゴ・ガビラン（Diego Gavilán）、ビル

カスワマン（地図 1: F）のエンコメンデーロであったフアン・デ・マニュエコ（Juan de Mañueco）、チョ

コルボス（地図1: B1）のエンコメンデーロであったバルタサル・デ・オンティベロス（Baltasar de Hontiveros）、

ビルカスワマン（地図 1: H）のエンコメンデーロであったフアン・パロミーノ（Juan Palomino）、ワンタ

（地図 1: E）のエンコメンデーロであったクリストバル・ペーニャ（Cristóbal Peña） ら45が証人として賛

同の意を表明した。彼らは巡察使としてのアルボルノスの才能を褒め称え、当地における土着宗教の断絶

とキリスト教化の推進に同意した。 

 そこには先住民の全面的な支配、換言するならば、強制労働の提供を拒む先住民を屈服させることへの

強力な意思表示が伺われる［Pérez, 1991:228］。そこで今度はアルボルノスが証人として、上記のエンコメ

ンデーロたちに自らの意思を表明したのであったが、それは驚きに値しない46［Albornoz 1990[1570]:59-

 
44 ペルー国立図書館（リマ市）が所蔵するワマンガ市のカビルドの記録簿（Mss.A 603,f.24v）。この文書に関しては、

Pérez［1991:227］が引用・掲載しているものを参照して訳出した。  
45 ここに示したカブレラ以下 7 名のエンコメンデーロについては、プエンテ・ブルンケの著書にも記載がある［Puente 
Brunke 1992:140−141,385-388,390-391］。 
46 例えば、1570 年の『功績報告書』［Albornoz 1990[1570]:67］に次のようにある。「前述のコレヒドールの前で、前

述のクリストバル・デ・アルボルノスはバルタサル・デ・オンティベロスに対して証人として表明した。1570 年 3 月

1 日に前述のコレヒドールの前で、前述のクルストバル・デ・アルボルノスは証人として、ディエゴ・ガビラン、大尉

クリストバル・ペーニャ、フアン・デ・マニュエコやゴメス・セラノ、会計官ディエゴ・デ・サラサルとバルトロメ

ー・ベロカルに表明した」「同年 3 月 2 日、前述のコレヒドールの前で、前述のクルストバル・デ・アルボルノスは

証人として、フアン・パロミーノ、アマドール・デ・カブレラ、アントニオ・デ・オレー、ディエゴ・デ・ロマニー、

ペドロ・デ・コントレラスに表明した」。アルボルノスは自身を第三人称で語っているほか、上記の文面中、「証人と

して表明した」には目的語が欠けているが、正確には「土着宗教の弾圧を表明した」となろう。それから上記の文が

書かれたのは 1569 年 9 月ではなく翌 1570 年 3 月であることから推測して、アルボルノスはカビルドのメンバー（市

参事会員）に対して一度ならず頻繁に土着宗教の弾圧を表明していたのであろう。なお、初出の人物であるゴメス・

セラノ（Gómez Serrano）、ディエゴ・デ・サラサル（Diego de Salazar）、バルトロメー・ベロカル（Bartolomé Berrocal[公
証人 ]）、ディエゴ・デ・ロマニー（Diego de Romaní）は、すべてワマンガ市在住者であった［Albornoz 
1990[1570]:87,91,97,105,108］ 
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69,74,78-79,81,83-84,93,101,111,158,163］。 

 こうして土着宗教断絶の推進に向けて市参事会当局ならびにエンコメンデーロ・鉱山業者がアルボルノ

スを支援することになったが、そうした俗人によるアルボルノス支援の動機は鉱山労働力の確保が狙いで

あったと判断してよいだろう。俗権（カビルド）と教権（アルボルノス）の利益が一致した土着宗教の断

絶と改宗の推進は、1571 年 1 月、副王トレドによって追認され、ワマンガにおける鉱山労働力確保の重要

性が改めて鉱山業者、エンコメンデーロ、聖職者に知らしめられる契機となった［Pérez 1991:228］。 

  

Ⅴ-2 土着宗教弾圧の推進とタキ・オンコイの終息 

 アルボルノスは断固たる処置をとることになった。土着の祭祀・儀礼への参加者の処罰、土着信仰放棄

の説得、偶像崇拝被疑者の隔離・再教育を命じた。偶像崇拝者や偶像の隠匿者には自白を強いたほか密告

という方法もとった。偶像を発見するとその焼却や破壊を行った47［Albornos 1990[1570]:94,159; Pérez 

1991:228-229］。 

 アルボルノスの巡察が行われていた 1569 年の 10 月 30 日、フランシスコ・デ・トレドと異端審問官

（inquisidor）がスペインからペルーに到着した。トレドは第 5 代ペルー副王に就任し、1570 年のおよそ１

年間をリマで過ごす。この時期における副王トレドの目立った政策としては、ペルーに異端審問所（El 

Tribunal de Santo Oficio）を開設したことである［OCEANO 2000:546］。トレドがワマンガを訪れたのは翌

1571 年 1 月のことである。1 月 22 日には市参事会の建物に 22 名余りの要人を集合させ訓示（alocución a 

los vecinos de Huamanga）を行った。その 22 名のなかには、ワマンガの コレヒドールのアントニオ・デ・

オスナヨ、アルカルデ（ワマンガ市長）のアントニオ・デ・オレー、エンコメンデーロのディエゴ・ガビ

ラン、フアン・パロミーノ、フアン・ベラスケス・ベラ・ヌーニェス、そしてワンカベリカ水銀鉱山の主

要な鉱山業者アマドール・デ・カブレラ、エンリケ・ガルセス、ペドロ・デ・コントレラスが含まれてい

た［Toledo 1986[1569-1574]:101; 真鍋 2015a:52］。そしてその結果、ワマンガ市において複数の勅令（las 

Ordenanzas）を発布した。そのうちの一つは、次の如く先住民に対して踊り（taquis）や酩酊（borracherías）

を禁じるというものであった［Pérez 1991:231］。 

 

インディオの酩酊や踊りは例外なく罰せられる。100 回のむち打ちや当地からの 10 年間の流刑で

ある…酩酊は健康や習慣面で害がある。それはまたキリスト教を阻む。彼らは古くからの祭祀や儀

式を行ってきた。司直が酩酊の処罰に機を配るよう命じた……酩酊が発覚したカシケはいかなる者

でもまず、1 年間の流刑…修道院や施療院での奉仕…第二に、3 年間の流刑…第三に、カシケの地

位を永久に剥奪し、この王国から追放する…酩酊が発覚したインディオには、市の通りや発覚場所

での 100 回のむち打ちを食らわせる［Toledo 1986[1569-1574]:110］。 

 

アルボルノスは 1570 年末に巡察の仕事をいったん打ち切りワマンガからクスコ市に戻った。クスコ市

において彼は副王トレドに謁見し、『功績報告書』として纏められた巡察記録を副王に提出した［Pérez 

1991:228; 増田 1984:309］。その後、副王トレドによってアルボルノスとクリストバル・デ・モリーナは

再度巡察使に任命された。両者はワマンガの各現場に戻り、土着宗教の取り締まりを続行する。彼らは、

偶像崇拝に関与した疑いのある先住民を犯罪人として追跡し捕らえた。その経緯は、アルボルノスの記録

 
47 処罰は、偶像崇拝儀礼への参加の程度に応じて変化した。「被告人」はまずいくつかのグループに分けられた。例

えば、土着儀礼の説教師（predicadores）、儀礼に参加した先住民（indios cómplices）、偶像を隠したカシケ（curacas 
encubridores）、ワカの神官（sacerdotes de huacas）、呪術師（hechiceros）などである。処罰は、居住区からの追放（流

刑）をはじめ多岐におよんだ。ワマンガ市の施療院（el hospital）や村の教会での労働奉仕、福音伝道用に特設された

家に幽閉するケースもあった。「犯罪人」を示す衣服の着用、土着信仰の棄教宣誓、教会での労働強制、むち打ち、剃

髪、罰金などの処置もとられた。タキ・オンコイの指導者や神官には厳罰が下された。偶像を隠匿したカシケにたい

する処罰はさまざまであり、教会建造物修築費用の分担（これは罰金刑にあたる）が課せられたりもした。関係者へ

の見せしめとして処罰は公然となされた［Pérez 1991:225-226; Albornoz 1990[1584]:289］。  
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［Albornoz 1990[1577]; Albornoz1990[1584]］に描かれている。そこには偶像崇拝の容疑者、罰せられた呪

術師、破壊されたワカの名前とその数が記録されている。偶像崇拝の容疑者たちはカトリック教義の再教

育を強いられた［Albornoz 1990[1584]:259-296］。 

1571、72 年以降、市参事会当局ならびにエンコメンデーロ・鉱山業者らの強力な対応や処置とも相ま

って、ワマンガにおけるタキ・オンコイは下火となった［MacCormack 1991:185; Melgar y Carrasco 2007:55; 

Espinoza Soriano 1973:143-152; Wachtel 1973:123］。 

水銀汚染や劣悪な労働環境に対する先住民の抵抗、サボタージュに対し、それを解決して従順な労働者

をつくりだすことを目的のひとつとしつつ、タキ・オンコイの鎮圧に象徴される土着宗教の弾圧と強制的

改宗政策が展開された。先に問題提起した「先住民の精神的征服」の意味とは、白人事業主の規律の下で、

指定した労働に耐えうる「健全なる」先住民労働者の育成・確保にあったと判断できる。先住民に土着宗

教を放棄させ、白人の支配に従順なキリスト教徒に彼らを変えることにあったと断言できる。 

 

Ⅵ おわりに 

 

 スペイン人による征服後、ワマンガの先住民はスペイン人エンコメンデーロによって鉱山ミタ、とくに

恐怖に満ちたワンカベリカ水銀鉱山における強制労働を強いられることになった。先住民はきわめて過酷

な搾取・抑圧に晒される。ペルーにおいて事実上スペイン植民地支配が始まったのは第３代副王カニェー

テ侯の統治期（1556~60 年）であるが、タキ・オンコイは、スペイン植民地支配が始まり、ワンカベリカ

水銀鉱山の操業が開始されると同時に起きた（1564 年）。またビルカバンバにおいてネオ・インカによる

抵抗運動が継続中の不安定な社会状況下で出現した。1564 年以降、タキ・ オンコイが広がったワマンガ

のすべての地方が、ワンカベリカ水銀鉱山のミタに人員を提供していた地域にぴったりと一致したことは

とくに注目に値する。 

 ワマンガの場合、10 分の 1 税不払い問題の解決をはかるにはまずもってタキ・オンコイの鎮圧がどうし

ても必要であった。先住民のサボタージュが続く限り、エンコメンデーロにとって 10 分の 1 税など払え

はしない。それどころか彼らにとってタキ・オンコイは死活問題となった。水銀汚染や過酷な鉱山労働が

原因となって先住民社会が疲弊し、そしてそれに対する先住民側の抵抗としてタキ・オンコイは生じたよ

うに思う。この社会的背景に加えて、もともと 10 分の 1 税不払い問題を解決したい教権（アルボルノス）

と、先住民のサボタージュを解決したい事業者の集まりであるワマンガのカビルド（俗権）の利害が一致

し、しかも土着宗教の徹底的な取り締まりをともなってタキ・オンコイの鎮圧が進行したのであった。 

 タキ・オンコイは、ワマンガのエンコメンデーロ（事業主）、市参事会、王権官僚、聖職者に先住民労

働力確保の重要性を改めて知らしめる契機になったように思われる。タキ・オンコイの鎮圧にむけた、関

係者の対応や方針は副王トレドによるペルー植民地改革に収斂されていく。タキ・オンコイを契機に王権

は先住民の支配を強力に押し進めていく。カトリック教会直属の教会組織による教権体制とコレヒミエン

トによる俗権体制の構築・整備を急ぐのであった。 
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カ研究センター、そのさいの査読者の先生、2019 年の口頭発表に対してコメントをいただいた皆さま、今

回の執筆において有意義なコメントをくださった 2 名の査読者の方と編集委員、そして学会運営委員会

ならびに関係各位の皆さまに、記して感謝申し上げます。ありがとうございました。また大変残念なこと

に、本年 4 月、ルイス・アルベルト・サンタ・マリア・フアレス博士ご逝去の報が届きました。博士のご
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論考からは多くを学ばせていただきました。ありがとうございました。安らかな旅立ちになりますよう、

心からお祈り申し上げます。 
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Taki Onqoy y la contaminación por mercurio en el Perú del siglo XVI: 
el problema de la recaudación de diezmo, el sabotaje de indígenas y la 

evangelización forzada 
 

Shuzo MANABE 
UNIVERSIDAD DE HYOGO 

 

palabras claves :  Taki Onqoy, región de Huamanga, minas de mercurio de Huancavelica y 

contaminación por mercurio, diezmo y Albornoz, evangelización forzada 
 

     En la década de 1560, surge un movimiento de acción idolátrica llamada “Taki Onqoy”, en la región 

de Huamanga, altiplanicie de los Andes peuanos. “Taki Onqoy” en lengua quechua quiere decir 

“enfermedad del baile”. Este movimiento paralizó la vida cotidiana de los indígenas. Hasta ahora, se lo ha 

considerado como un movimiento de resistencia religiosa por los indígenas peruanos que negaban el 

dominio de España y el cristianismo, y esperaban la resurrección de las huacas (las sagradas para indígenas), 

es decir, los dioses autóctonos particulares de los Andes y la llegada del nuevo mundo. Se dice que éste, se 

extendió desde el Repartimiento de Parinacochas del sudeste de Huamanga del Obispado de Cuzco (desde 

agosto o septiembre de 1564) hasta algunos años después. Se acusaron a unos 8000 indígenas de participar 

en este movimiento, y se los forzaron a convertir al cristianismo colectivamente. Poco después, Taki Onqoy, 

se extendía a casi todas las regiones de Huamanga. 

     Entre los últimos estudios sobre Taki Onqoy, en el año 2014, presenté oralmente en español “Las 

minas de mercurio de Huancavelica y los problemas de polución de azogue durante la primera mitad de la 

época colonial del Perú.”, en el 1er Congreso Internacional de Peruanistas (Universidad de Nanzan, 4-6 de 

Julio de 2014). En el año 2015, escribí y publiqué en español “El ensayo del trasfondo político y social del 

Taki Onqoy del Perú en el siglo XVI.”, en Perspectivas Latinoamericanas (Edición Especial “El Taki 

Onqoy”), Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nanzan, Japón, pp.92-110.（[Manabe, 2015b]）. 

En el año 2016, Luis Alberto Santa María Juárez, médico y antropólogo peruano, escribió su tesis 

doctoral: “Taki Onqoy: epidemia de intoxicación por exposición al mercurio en el Perú del siglo XVI”, con 

referencia a Taki Onqoy y la epidemia de intoxicación por exposición al mercurio desde el punto de vista 

de la salud pública, y la presentó en la Universidad Nacional Federico Villarreal del Perú. Y en el año 2017, 

Santa María escribió su tesina de master en antropología: “Mercurio y Taki Onqoy en el Perú del siglo XVI” 

y la presentó en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

En ambos estudios, Santa María indicó que Taki Onqoy había ocurrido a causa de la epidemia de 

intoxicación por exposición al mercurio, citando e incluyendo una descripción de [Manabe, 2015b] en 

[Santa María, 2016: 28-32; Santa María, 2017: 26]. Esto confirma que el trabajo del suscrito, Shuzo Manabe, 

ha contribuido e influido en ambas tesis de Santa María.  

En el presente estudio, pruebo una nueva interpretación desde el punto de vista de la historia para 

aclarar un aspecto de la relación entre Taki Onqoy y la contaminación por mercurio. El mercurio procedente 

de las minas de Huamanga, especialmente de las minas de mercurio de Huancavelica. Intento seguir el 

problema de la recaudación del diezmo, para responder a la interrogante ¿cómo este problema se relacionaba 

con la represión de Taki Onqoy? Y, desde el punto de vista de la historia, observo ambos asuntos, el tema 

de Taki Onqoy y el problema de la contaminación por mercurio respectivamente, y examino y estudio el 

siguiente cuestionamiento ¿cómo se entrecruzaban ambos asuntos, etc.? 
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『アンデス・アマゾン研究』 投稿原稿の募集 

投稿原稿を募集しております。投稿希望者は、本学会ホームページの Online Journal トップペー

ジに掲載されている「投稿について」をご確認ください。

論文・研究ノート共に、査読による採択決定を経て、完成原稿が提出され次第、随時学会ホームペ

ージ上にアップいたします。9 月 20 日までに投稿された原稿が、同年 12 月 20 日発行の会誌への掲

載候補となります。なお本誌は、2021 年に J-STAGE への登載許可を得ました。掲載論考にはすべ

て DOI が付与され、J-STAGE での検索・表示・閲覧（ダウンロード）も可能となります。 

編集後記 

コロナウィルス拡大の影響で、2021 年もアンデス・アマゾン地域におけるフィールドワークの実

施に支障が出た年となりました。会員のみなさまにおかれましては、昨年に引きつづき、少々窮屈な

1 年をお過ごしになったことと思います。その間にも森林減少には歯止めがかからず、ブラジルの国

立宇宙研究所（INPE）の報告によれば、2020 年 8 月 1 日～2021 年 7 月 31 日までの 1 年間で、過

去 15 年間で最大規模の 13,235 ㎢の森林が失われています。これは、ほぼ長野県の面積に匹敵する

ものです。イギリスのグラスゴーで開催された COP26 は 11 月 13 日に閉幕しましたが、10 月 27
日付のその報告書が公表されたのは、11 月 18 日でした。内訳をみると、パラ州の森林減少がもっと

もひどく全体の約 40%を占め、アマソナス州、マト・グロッソ州がそれぞれ約 17%とそれに続いて

います。資本主義・利益獲得の競争の暴走は、幾多の話し合いを経ても留まる気配がありません。

今号に掲載された後藤論文では、アマゾニアにおける植民者の占有地の正則化過程が議論されて

おります。また 16 世紀ペルーのタキ・オンコイを扱った真鍋論文では、キリスト教司祭と鉱山経緯

主・市参事会員らの思惑が一致し、強制的改宗と水銀汚染の危険性にもめげない従順な鉱山労働者・

利益獲得のための人的資源の手配が、一体化して進められたことが論じられております。

2022 年が、会員のみなさまにとってよき 1 年となるようお祈り申し上げます。 
（S.O） 

※ 2022 年 4 月 6 日にDOI とCC ライセンスを追加。 
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